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令和元年９月20日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第６号 会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例

○議案第９号 地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例

○議案第16号 財産の取得について

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県立芸術劇場

公益財団法人宮崎県私学振興会

・宮崎県中山間地域振興計画に基づいて行った

主な施策（平成30年度）について

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・ 新しい『ゆたかさ』展開プログラム」の政策「

評価結果について

・東京２０２０オリンピック聖火リレー等の準

備状況について

・県指定統計条例の改正について

・宮崎カーフェリー株式会社の新船建造につい

て

・宮崎空港の国際定期便の状況について

・宮崎県消費者教育推進計画の一部見直しにつ

いて

・国文祭・芸文祭みやざき２０２０ 一年前イ

ベントの開催について

・県プール整備に係るＰＦＩ手法導入の検討に

ついて

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（ 県 民 生 活 ・ 文 化 祭 担 当 ）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

秘 書 広 報 課 長 児 玉 憲 明

広 報 戦 略 室 長 松 野 義 直

統 計 調 査 課 長 長 倉 健 一

総 合 交 通 課 長 大 東 収

日 髙 正 勝中山間･地域政策課長

産 業 政 策 課 長 米 良 勝 也

生 活 ・ 協 働 ・
渡久山 武 志

男 女 参 画 課 長

水 口 圭 二交通･地域安全対策監

日 吉 誠 一みやざき文化振興課長

国 民 文 化 祭 ・
坂 元 修 一

障害者芸術文化祭課長

記紀編さん記念事業
河 野 龍 彦

推 進 室 長

人権同和対策課長 磯 崎 史 郎

令和元年９月20日(金)
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情 報 政 策 課 長 鎌 田 伸 次

国 民 ス ポ ー ツ
岩 切 喜 郎

大 会 準 備 課 長

総務部

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危機管理統括監 藪 田 亨

総 務 部 次 長
横 山 幸 子

（総務･市町村担当）

総 務 部 次 長
小 田 光 男

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
温 水 豊 生

兼危機管理課長

総 務 課 長 棧 亮 介

人 事 課 長 田 村 伸 夫

行政改革推進室長 平 山 文 春

部参事兼財政課長 吉 村 達 也

財産総合管理課長 横 山 直 樹

楠 田 孝 蔵防災拠点庁舎整備室長

税 務 課 長 永 田 耕 嗣

市 町 村 課 長 石 田 渉

満 行 智 浩総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 室 屋 利 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

ただいまから総務政策常任委員○日髙委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましてはお手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんでしょう

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○日髙委員長

します。

次に、議案第６号及び第９号に対する人事委

員会の意見についてであります。

お手元に配付の資料をごらんください。これ

、 、は 地方公務員法第５条第２項の規定に基づき

議会は人事委員会の意見を聞くこととなってお

ります。その回答でありますので、参考にごら

んください。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩をい

たします。

午前10時０分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

おはようございます。総○渡邊総合政策部長

合政策部でございます。本日は、どうかよろし

くお願いいたします。

、 。まず初めに お礼を申し上げたいと存じます

９月16日に行われました、第34回国民文化祭

・にいがた2019、第19回全国障害者芸術・文化

祭にいがた大会の開会式におきまして、日髙委

員長と重松委員に御出席をいただきました。大

変お忙しい中、まことにありがとうございまし

た。

2020年のみやざき大会の本番まで残り１年余

りとなりましたけれども、引き続き県議会の皆

様方の御尽力もいただきながら、着実に準備を

進めてまいりたいと考えております。どうかよ

ろしくお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議をいただき

ます総合政策部所管の議案等につきまして概要

を御説明させていただきます。
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お手元にお配りしております総務政策常任委

員会の資料をごらんいただきたいと思います。

表紙をおめくりいただきまして、左側の目次を

ごらんいただきたいと思います。

今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、議案第１号「令和元年度宮崎県一般

会計補正予算」であります。

右側の資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。

総合政策部の一般会計補正額は、上の表にな

りますが、一般会計の表の一番下にありますよ

うに1,069万6,000円の増額であります。内容に

つきましては、担当課長より御説明させていた

だきますけれども、佐土原駅のバリアフリー化

整備に関する設計への補助、みやざきの神楽の

魅力発信、そしてマイナンバーカードの普及促

進のための補正となっております。補正後の一

般会計予算額は、この表の一番右の欄にありま

すように165億568万7,000円となります。

左のページの目次にお戻りいただきたいと思

います。

。 、Ⅱの報告事項でございます ごらんのように

今回は法令に基づく議会への報告事項が２件ご

ざいます。

まず、県が出資しております法人等の経営状

況についてでありますが、総合政策部所管の２

つの法人、公益財団法人宮崎県立芸術劇場、そ

して、公益財団法人宮崎県私学振興会につきま

して御報告を行うものであります。

次に、宮崎県中山間地域振興計画に基づいて

行った主な施策についてでございますが、宮崎

、県中山間地域振興条例第７条第２項に基づいて

平成30年度に実施いたしました主な施策を報告

するものであります。

続きまして、その他報告事項でありますけれ

ども、ごらんのように、本日は政策評価の結果

など８件の報告事項がございます。詳細につき

ましては、後ほど担当課長からそれぞれ御説明

をさせていただきます。

私からは以上であります。

それでは、総合交通課の○大東総合交通課長

補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の令和元年度９月補正歳出予算説明資

料の３ページをお開きください。

総合交通課の補正予算につきましては、この

表、左から２列目の一般会計の補正額にありま

すとおり420万円の増額補正をお願いしていま

す 補正後の額につきましては 右から３列目10。 、

億8,696万3,000円となります。

それでは、補正予算の内容について御説明い

たします。５ページをお開きください。

上から４行目 （目）計画調査費の（事項）地、

域交通ネットワーク推進費で、説明欄の１、新

規事業「佐土原駅バリアフリー化設備整備費補

」 。 、助事業 であります 事業内容につきましては

常任委員会資料で御説明させていただきます。

常任委員会資料に移っていただきまして、２

ページをお開きください。

新規事業、佐土原駅バリアフリー化設備整備

費補助事業であります。

佐土原駅につきましては、特急列車停車駅で

ありまして、１日の利用者数が2,000人を超えて

おります。ほとんどの列車が停車いたします２

番線、３番線のホームには階段を利用しなけれ

ば行けないという構造になっていまして、高齢

者や障がい者の方の安全かつ円滑な利用の支障

となっている状況になっています。

このため、１の事業の目的・背景にあります

とおり、ＪＲ九州が行う佐土原駅のバリアフリ

ー化整備に対しまして、地元自治体である宮崎
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市と協調して支援を行うことにより、鉄道を利

用する高齢者、障がい者等の移動の円滑化、安

全性を向上させまして、誰もが安心して利用で

きる公共交通機関としての充実強化を図るもの

であります。

２の事業の概要をごらんください。予算額

は420万円を予定しております。財源は一般財源

であります。事業期間は、令和元年度から令和

２年度までを予定しております。事業内容であ

りますけれども、ＪＲ九州が行います佐土原駅

のバリアフリー化整備に対しまして支援を行う

ものでありまして、今年度は、令和２年度に予

定しております本工事に向けまして、既設の跨

線橋へのエレベーター２基の設置及び多目的ト

イレなどに係る設計に関する補助を行います。

この設計にかかります事業費は2,520万円となっ

ておりまして、そのうち県が６分の１を補助す

ることにしております。先ほど御説明いたしま

したとおり、補助額は、その結果420万円となっ

ております。

事業効果といたしましては、高齢者、障がい

者の方の鉄道利用に不可欠な利便性、安全性の

向上が図られると考えております。

説明は以上でございます。

国○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長

民文化祭・障害者芸術文化祭課の補正予算案に

つきまして御説明をいたします。

お手元の令和元年度９月補正歳出予算説明資

料の７ページをお開きください。

国民文化祭・障害者芸術文化祭課の補正予算

につきましては、左から２列目の補正額にあり

ますとおり375万3,000円の増額補正をお願いし

ております。補正後の予算額につきましては、

右から３列目３億131万7,000円となります。

補正の内容につきましては９ページをお開き

ください。

上から４行目 （目）観光費の（事項）記紀編、

、 、 「 」さん記念事業費で 説明欄の１ みやざきの 宝

を世界ブランドへ！神楽の魅力発信推進事業の

増額でございます。これは、独立行政法人日本

芸術文化振興会が実施しております日本博の事

業として、県外での神楽公演が採択されたこと

により補正を行うもので、みやざきの神楽の魅

力を県外で広く発信し、本県への観光誘客を促

進するため、今回、新たに大阪府にあります国

立文楽劇場において神楽公演を行うものでござ

います。

説明は以上であります。

それでは、情報政策課の○鎌田情報政策課長

補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の令和元年９月補正歳出予算説明資料

の11ページをお開きください。

当課の補正予算は、左から２列目にあります

とおり、一般会計274万3,000円の増額をお願い

しております。補正後の額につきましては、右

から３列目にありますとおり13億6,876万9,000

円となっております。

概要につきましては、１枚おめくりいただき

まして13ページをごらんください。

今回、補正をお願いしておりますのは、一番

下の欄の（事項）電子県庁プロジェクト事業費

で、その下の説明欄にありますとおり、新規事

業「マイナンバーカード普及促進事業」であり

ます。

事業内容につきましては、委員会資料で御説

明させていただきます。

総務政策常任委員会資料の３ページをお開き

ください。マイナンバーカード普及促進事業で

あります。

１の事業の目的・背景ですが、国が、マイナ
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ンバーカードについて、健康保険証としての利

用等を順次実施することにあわせまして、市町

村と連携して、県全体を対象とする広報やイベ

ントを実施することにより、県民のマイナンバ

ー制度の理解を深め、マイナンバーカードの普

及を促進するものであります。

、 、２の事業概要ですが 予算額は274万3,000円

財源は全額国費でございます。事業期間は令和

元年度 本年度中でございます。―

事業内容ですが、①の各種媒体を活用した広

報の実施につきましては、国の広報と連動しま

して、地元の新聞やインターネットなどを活用

して、マイナンバー制度及びマイナンバーカー

ドの利便性向上等に関する広報を行うものであ

ります。

、 、また 作成しました広報素材につきましては

市町村に提供することで、市町村の取り組みを

支援していきたいと考えております。

、②の普及啓発イベントの開催につきましては

県内の集客施設等で、市町村と共同でマイナン

バーカードの申請補助等を行うイベントを実施

するものでございます。

３の事業効果といたしましては、さまざまな

媒体を通じた広報や市町村と連携したイベント

等を実施することで、県民のマイナンバー制度

等についての理解が深まりますとともに、マイ

ナンバーカードの普及につながるものと考えて

おります。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。

。議案について質疑はございませんでしょうか

佐土原駅のバリアフリー化に関す○来住委員

ることで、もう少し教えていただきたいのです

が、１つはＪＲ九州が駅舎等の整備を行うとき

、 、 、 、に 国 県 市町村などが補助をする 今回―

補助をする基準です。つまり、何を言いたいか

といったら、本来はＪＲがやるべき仕事だと思

います。それを、各自治体にも補助を求めるわ

けですけれど、佐土原駅のバリアフリー化につ

いては、ＪＲがもともと企画をして、そして県

や宮崎市に対して、これだけ出してくれんかと

いうような相談をされているのか。逆に、むし

ろ宮崎市が、ぜひそれをしたいとＪＲにもお願

いしているのか。具体的にその辺の内容につい

てちょっと教えていただきたい。

バリアフリー化につきま○大東総合交通課長

しては、バリアフリー法という法律がございま

して、2020年度までに、１日の利用者数が3,000

人以上の全ての駅のバリアフリー化を目指すと

国は言っております。ＪＲ九州としましては、

利用者が2,000人以上の駅につきましては、地元

自治体との協議が整ったところから順次整備を

行っていくという方針でいっております。

今回の佐土原駅につきましては、平成27年度

以降、宮崎県鉄道期成促進同盟会 自治体と―

かから構成するんですけれども、そこからＪＲ

九州に対しましても、バリアフリー化の要望を

例年行ってきておりました。その要望を受けた

形で、ＪＲ九州のほうでバリアフリー化の事業

を検討されて、国に対する国庫補助申請を行っ

たところ、それが採択されたということで、国

が３分の１の補助ということになっておりまし

て、ＪＲ九州が３分の１を負担。残り３分の１

について、県と宮崎市で折半で負担をするとい

う事業のつくりになっております。

例えば2,000人以下とか乗降客が非○来住委員

常に少ない駅舎の整備とか、そういうときもＪ

、 。Ｒはそうやって提案ができるんですか そこに

１日500人とか1,000人しかいないところで、バ
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リアフリーだけでなくて、駅舎のいろいろな改

造だとか、トイレの改造だとか、そういうとき

にＪＲがそうやって市町村、国や県に対してそ

ういうことができるんでしょうか。

今回はバリアフリーとい○大東総合交通課長

うところで今回の事業化がなされておりますけ

れども、駅全体、いろんな整備があると思いま

す。これにつきましては、基本的にＪＲのほう

で御判断されるのが原則になります。

あとは、個別にＪＲと地元自治体の協議が整

えば、そこに地元自治体が何らかの支援をする

とか、駅舎自体をＪＲから地元の自治体に移譲

されて、そうした上で地元自治体が整備をする

といったようなことは行われているところでご

ざいます。

どことは言わないけれど、吉都線○来住委員

で、トイレがとにかく汚い。無人の駅のトイレ

なんか、物すごく利用しにくい、利用しようと

思わないぐらい。地域によっては、高齢者の方

々が一生懸命管理をしているのもありますけれ

ど、そうでない駅舎もあるし。もっとそこら辺

はＪＲを含めて、考えていただきたいなという

のがあります。

もう一つ関連して、令和２年度に本工事が行

われるわけですが、これの工事費はおよそどの

くらいになるんでしょうか。それに対して、県

は６分の１出すの。

、○大東総合交通課長 工事費全体としましては

現在のところ２億6,300万円余を予定しておりま

す。令和２年度分として２億3,800万円余を予定

しております。したがいまして、この６分の１

の補助となりますので、令和２年度の補助額の

見込みとしては3,970万円余、合計で4,390万円

余を予定しております。

ただ、これは現時点での見込みでございまし

て、今後の設計の結果によりましては、金額の

変動は見込まれるところでございます。

マイナンバー普及促進事業につい○武田委員

て、全額国庫なんですが、今現在の県内各市町

村の現状と、この事業をすることによって、ど

れくらいの目標値を考えられているのかお伺い

したい。

現在の交付枚数でござい○鎌田情報政策課長

ますが、直近で令和元年８月末現在でございま

すけれども、交付枚数が20万9,173枚となってお

ります 人口に対する交付率につきましては19.0。

％です。ちなみに交付率は、今のところ全国１

位の数字となっております。

今後の交付の見込みでございますが、これに

つきましては、国が一応、今後の交付数の見込

みということで、全体的な計画をつくっており

まして、それによりますと来年度、令和２年度

末までに交付率として50％前後、令和３年度末

につきましては８割前後ということで、あわせ

まして、令和４年度中にはほとんどの住民がカ

ードを持つというような計画でございます。こ

の根拠としましては、常任委員会説明資料でも

記載しておりますが、国のほうで、健康保険証

として今後利用するということで、それにつき

ましては、医療機関とのいろんな整備が必要な

んですが、それを大体令和４年度中には終える

ということで。そういうことを想定して、令和

４年度中にはほとんどの住民がカードを持つと

いうことで計画しております。

我々も、今後はそういった数字を見ながら、

今回の制度について普及啓発をいたしますとと

もに、県民の取得について、円滑に進めるよう

に市町村と連携して、体制整備等を進めていき

たいと思っております。

今までいろいろやってこられた中○武田委員
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でなかなか普及が進んでいないということで、

これをやることによって、県独自に県内市町村

と、ことしどのくらいまで上げていこう、来年

度は上げていこうということが必要だと思うん

です。

もう一つ、各種媒体を活用した広報の実施な

んですが、これがどれだけの効果があるのか。

今現在、多種多様なところで、地元の新聞とか

インターネットを活用した広報活動を県内でも

各市町村やられていますけれど、なかなか効果

が見えない。せっかくやられるのであれば、や

はり目標値を設定して、きっちりと新聞とかイ

ンターネットとかでこう上がりましたというと

ころがないと、毎年予算は使っていくんだけれ

ど 普通の民間であれば、常に数値目標の達―

成状況を確認しながら、目標達成に向かってい

、 、 、 、くんですが 市町村も含め 県も 国もですが

なかなかそこらあたりが、終わってみたらでき

ました、できなかったというところで終わって

いるような気がするんです。やはり、しっかり

と目標設定をして、していくべきだと思うんで

すが、そこらあたりはどういうふうに考えてい

らっしゃいますか。

まず、この計画について○鎌田情報政策課長

でございますが、一応、国のほうで、各市町村

、ごとに交付が円滑に進むよう数値目標を定めて

計画を立てるようになっております。全市町

、 、村 10月末までには今後の交付計画を策定して

それに対して、恐らく国の計画によりますと、

今後、急速に取得がふえてくるだろうというこ

とで、どのように体制を整備していくかとか、

どういうふうにＰＲしていくかとか、そういっ

たことも含めて、計画に盛り込んでいくことに

なっております。

今回、国のほうも、マイナンバーにつきまし

てはかなり普及に力を入れておりまして、今回

の消費活性化の対策もそうですが、一番はやっ

ぱり健康保険証として利用するということで、

利便性がこれまで以上に感じられるところも出

てくるのかなということで、今からになります

、 、が 国も政府広報 テレビコマーシャルとか―

新聞等を通じてコマーシャルをするとともに、

、 、ポスター リーフレット等も自治体等に配って

いろんな公共施設等に配布する、あとは多様な

メディアということで、国もいろんな大型商業

、 、施設での動画放映とか 雑誌広告に載せるとか

。そういったことをやっていく形になっています

我々もそういった国が行う広報でできない部

分、例えば、国は全国紙の新聞に載せることに

なりますので、我々は地元の新聞等に掲載する

とかいったことと、この事業には抜けています

が、マイナンバーカードを申請するのになかな

、かわからない人もいらっしゃると思いますので

商業施設等でそういう申請の補助もできるよう

なブース等を設けて、啓発等をしていきたいと

思っております。

最後にしますけど、例えば県の職○武田委員

員の皆さん、市町村の職員の皆さんに、100％近

くやっていただくというのが１つ。それと、担

当窓口が１日に何人声をかけるとか、電話で何

人するとか、きめ細かな実施というか、やるの

は市町村が中心になると思うんです。どうして

。 。も直接かかわるのは そこらあたりをしっかり

今までどおりの新聞とかインターネットに出す

だけ、パンフレットを置くとかということは、

今までずっとマイナンバーに限らずやられてこ

られたと思うんです。ただ、結果に対して、や

はり民間と行政の組織の違いというか、立場の

違いというのがあると思うんです。民間は結果

を求めていくという。
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聞くところによると、健康保険証も併用とい

う形、ただ、マイナンバーカードが健康保険証

として使えますよというだけでは、やはり弱い

んじゃないかなと。手間暇がかかる人、なかな

か役所やほかに行けない人とかいっぱいいます

、 、 、ので そこらあたりを実際 担当である方とか

、民生委員が使えるかどうかわかりませんけれど

そういうところと連携するのか、しっかりと国

民の皆さん１人１人に会っていかないと、ただ

媒体を使って広報活動しても、なかなかふえて

いかないんじゃないかと思いますので、そこは

しっかりと。終わってみたら、結局50％行かな

かったみたいな感じでは大変ですので、しっか

りと対応していただきたいと思います。よろし

くお願いします。

職員の取得につきまして○鎌田情報政策課長

は、基本的には総務部で所管しておりまして、

今回は地方共済組合のほうで取得促進をしてい

くような話を聞いております。具体的には、そ

れぞれの所属に個人の名前が入った申請書を配

るなどして、具体的に取得を促すようなことを

するように聞いております。

あと 市町村につきましても 窓口でただ待っ、 、

ているだけではなくて、例えば、ある程度事業

所単位とか、そういうところに市町村職員が出

向くなどして、申請を一遍にするとか、そうい

うことも考えられますので 今後 市町村としっ、 、

かり連携しながら、きめ細やかな普及啓発をし

ていきたいと思っています。

僕もこのカードを持っていないん○坂口委員

ですけど、１つは必要性がない。ただ、今回、

保険証と併用ということでの必要性は具体的に

出てきたかなと。ただ、これが誘導策での交付

率の向上という。保険証は、今既に持っている

権利だから、保険証で医療を受ける。これを保

険証での保険の適用はできませんよということ

は100％交付しない限りは無理なものだから、

。 、ずっと併用が続く なぜ普及しないかというと

必要がないのとあわせて、もし利用するとした

らどんなふうになるんだって、何が自分の周り

に起こるんだっていうのも漠然としている。何

か起こるはずだと。それがまた今、情報の漏え

いとか、あるいはそれを意図的にやる詐欺行為

、 。みたいなものとか 毎日のように続いています

そこに権利が乗っけられたらなおさら心配だと

いう。僕だったら最後まで併用でいこうと思っ

ています。

だから、これ抜本的な対策というのは誘導方

式じゃなくて 今のは誘導方式です。やっぱ―

り心配な点を排除する、全く心配ありませんよ

と、なくしても、あるいは番号が盗まれても、

そこに権利が乗っていれば、なおさら不安なも

のですから、そこのところが大切で。これらに

ついての対応 安心なんですよと、絶対心配―

ないよと、なくしても、これでちゃんと保護さ

れますというものについて、今の心配を払拭す

ることは、この広報活動の中で何か考えておら

れるんですか。

委員からの御意見にあり○鎌田情報政策課長

ましたように、確かにマイナンバーにつきまし

ては、いろんな事情で普及しないということが

あります。国が平成30年10月に世論調査をやっ

ておりまして、何でカードを取得しないんです

かという内容なんですが、一番多いのは、先ほ

どお話がありましたように、必要性がないから

というのが半分以上となっております。

その一方で、やっぱり個人情報の漏えいが心

配とか 紛失するのが本当に怖いという方々が25、

％ぐらいいらっしゃいます。４分の１の方は不

、 、安だから取得しないんだということで 我々も
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国も含めてそうですが、その辺についてはかな

り問題意識を持っております。

現状としましても、このマイナンバーカード

につきましては、身分証明書で顔写真があると

いうことで、例えば紛失して、誰かが利用した

ときには、顔がよく似てれば別ですけど、通常

のなりすましは、写真が載っていて難しいとい

。 、 、うこと あと 裏にＩＣチップがあるんですが

その中には今後のデジタル社会でいろいろ利用

できるように、いろんな電子的に個人を証明す

る仕組みとかが入っているんですが、ただ、例

えば税の手続とか、年金の手続とか、マイナン

バーを使ってやりますが、そういった情報は一

切その中には入っておりません。また、仮にそ

のＩＣチップに第三者が……。

将来の心配があるから、それをど○坂口委員

う排除するのかなんです。そういうのがあるか

ら、やっぱり申請できないわけであって。だか

ら、それをどう排除するかが、今後の交付100％

を目指すのに一番大事だよと言っているんで

す。25％の人が理解しなかったら75％どまりで

。 、 、 。しょう その人たちが やっぱり嫌だ 心配だ

顔写真があると言ったけど、こんなの幾らでも

見逃しています。

だから、そういう心配を持っている25％の人

にどう安心を与えるのかを広報活動ではかなり

の比重を持たせないと、思惑どおりにはいかな

いんじゃないのということ。そこのところは、

広報活動の中で重きを置いて考えているんです

か。

確かに、そういうことが○鎌田情報政策課長

非常に重要だと思っていますので、今回の広報

活動につきましても、制度そのものの、例えば

消費活性化の利用ですよというところよりも、

マイナンバー制度自体の理解がまだ進んでいな

いと思いますので、その辺をしっかりとＰＲを

、 、していくことと そういった不安解消に向けて

県民が安心して取得できるように、やっていき

たいということで、国に対しても、そういった

セキュリティ対策については引き続きしっかり

やるように、全国知事会等を通じて要望してま

いりたいと思います。

ちょっと鈍いような気がするんで○坂口委員

すけれど、本当です。心配な点は、なくしたと

。 、きはどうなるのか 使えないようになったけど

なくしたら見つかるまで心配です。自分の番号

が漏れたとなったら、12桁の１人ずつ持ってい

る番号のチェンジなんて、これはなかなか用意

ができないです。

話が飛んでしまったけれど、今度の消費税率

アップに対しての５ポイント還元だ、２ポイン

ト還元だ、やれ何だについても、これは誘導策

です。最初に予算を上げてない誘導策。そうで

なくて、やっぱりこれは法整備をやって、法に

基づいて予算を組んで執行して、法だったらそ

の裏には罰則もあるだろう。防護策も出てくる

。 、 。 、だろう だから 順序が逆なんです 思いつき

考えつきで、国民に何か餌ぶらさげて、そこに

誘導しようと。まき餌をまいて魚を集めようっ

て、これじゃだめだと言っている。そこで失敗

したら、次まただんだん信頼をなくしていく。

だから、対象の人たちが信頼をしていって、

素直にその手続をとっていくというものになっ

て 僕の場合は 物すごい ここに不安感を持っ。 、 、

ています。僕はまだ完全に安心できないよと。

だから、そうじゃない、率先しなければいけな

、い立場に今置かれているかもわからないけれど

俺は最後まで多分申請しないだろうなと言って

いるんです。だから、私を安心させてください

ということを。私もその流れには乗りたいんだ
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けれども、それ以前に不安なものがあって、ど

うもやっぱり乗っかれないなと。強制的に誘導

、 、されて それしかないようになればやるけれど

それまではやっぱり併用でいいですよと。自分

の権利の行使は、煩わしくても、手続を自分で

踏みながらでＩＴ化に乗っからない、アナログ

でもいいです。やっぱり自分は安心を優先しな

がら自分の権利を行使しようという、そこを排

除してくれと言っているんです。

確かに、我々いろんな対○鎌田情報政策課長

策を講じましても、やっぱり100％不安……。

そんなことは言っていない。考え○坂口委員

方の問題。だから、法整備をやっぱり先行して

物事をやっていかないと 法がない中に メリッ、 、

ト受けられますよ、便利ですよじゃ 今まで―

やらなかった人の大きな心配が阻害要因になっ

ているんだったら、心配を排除しないと、なか

なか大変なんじゃないのということを言ってい

るんで。時間がもったいないからいいです。

坂口委員がおっしゃるとおりで、○来住委員

全国で今普及率が13.9％です。つまり国民は全

然必要としないからこうなっていると思うんで

す。

それで ちょっとお聞きしますが 宮崎県が19、 、

％と言われましたから、都城はかなり高いと思

うんです。市町村ごとのいわゆる普及率という

んですか、それは持っていらっしゃるんでしょ

うか。持っていらっしゃったら、それを資料で

。出していただければ一番よろしいんですけれど

資料を後日出していただくこと○日髙委員長

は可能ですか。それでは、委員の皆さんに確認

します。資料を要求することでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、後日、市町村ごとの○日髙委員長

マイナンバーの情報を出していただきたいと思

います。

、○鎌田情報政策課長 資料を整理いたしまして

後日提出いたします。

よろしくお願いいたします。○日髙委員長

これは国に聞かないといけないと○来住委員

思うんですけれど、保険証がわりにするという

ことになりますと、在留の外国人です。日本で

仕事をされている方々も保険証を当然持ってい

ますので、この人たちもこれを実際保険証がわ

りにしようというわけですから、そうなるんで

。 。しょうか そこは国でないとわからないですか

ちょっと私も詳細はわか○鎌田情報政策課長

りませんけれども、マイナンバーにつきまして

は、外国人でありましても、いわゆる住民票を

持っていらっしゃる方には交付されております

ので、そういった方々につきましては対応でき

るんじゃないかなと思っています そこはちょっ。

と確実なことではございませんが、よろしくお

願いします。

このみやざきの「宝」を世界ブラ○丸山委員

ンドのところなんですが、これは当初予算で

も1,000万円あるんですけれど、この370万円ふ

えて、公演回数が追加になったということなの

か、もう少し説明していただくとありがたいと

ころですが。

記紀編さ○河野記紀編さん記念事業推進室長

ん記念事業におきましては、おっしゃったとお

り、当初予算で、首都圏で２カ所、それから関

西地区で１カ所、福岡地区で２カ所、県外の神

楽公演を実施することにしております。

そういう中で、今回、補正をお願いしました

のは、日本博 日本博と申しますのは、国が―

東京オリパラを契機として、その前後の期間で

日本の文化を国内外に発信をしようと。美術展
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でありますとか、舞台芸術とか、さまざまな文

化を発信しようという国の大型プロジェクトで

ありますが、その募集が今年度に入ってござい

ました。これを受けまして、県では採択日の関

係もございましたので、９月以降実施するもの

が３件ございます。これは東京が２カ所、福岡

が１カ所ですが、それに加えて、来年２月に大

阪府の国立文楽劇場で日本博として、もちろん

３つも含めてですけれども、全国各地で日本博

として神楽公演をやります。その新しい分の来

年２月にやる国立文楽劇場の神楽公演について

は、国のほうで 正確には事務局であります―

日本芸術文化振興会になりますが、そちらで経

、費を見てくださいという企画提案を行いまして

その分が今回採択となって、補正予算をお願い

するものであります。

ですので、経費負担につきましては、新たに

実施をする大阪府での分を、日本芸術文化振興

会から委託として全額受けまして、県の負担は

ないということになります。

私も昨年、国立劇場に神楽が出る○丸山委員

ということで、東京でも神楽に興味を持ってい

る方が非常に多いんだなと認識しているんです

が、本当にこれがうまくつながっていって、最

終的にはユネスコの無形文化遺産登録になって

いただきたいという思いがあって。これは来年

の芸術祭のときにも、うまくつながっていけば

いいかなと思っているんですが、無形文化遺産

登録の状況はどうなっているんでしょうか。

神楽のユ○河野記紀編さん記念事業推進室長

ネスコへの登録に向けましては、直接所管する

教育委員会と連携をしながら進めているところ

であります。状況を申しますと、日本からのユ

ネスコへの無形文化遺産申請は２年に１回とい

うことになっております。今は、ある地域の何

、々という無形文化遺産を申請する形ではなくて

全国のカテゴリー、神楽だったら全国の神楽を

まとめて申請をして登録をするという形になり

ます。

そういう中で、今の状況を申し上げますと、

今後、全国の同じカテゴリーをまとめてユネス

、コに申請をする 未審査案件というんですが―

それが４件残っております。加えて、文化財で

はないんですが、茶道や華道などの日本の生活

文化も検討していくということになっておりま

す。

神楽につきましては、その中にまだ入ってい

ない状況にはあるんですが 今申し上げまし―

た俎上には上がってはいるけれども、カテゴリ

ー化がうまくいかないとか、あるいは保存のた

めの措置がなかなかできないとか、そういった

条件が整わない場合もございます。これは文化

庁も認めているところですが、そういった状況

にあります。神楽については、国の指定を受け

たものが今、全国で38、本県では４つ、一番多

いわけでありますが、そういう状況であります

、 。し あとこうやって情報発信も行っております

九州に神楽の保存団体が10ありますが、そこで

は一応まとまって、ユネスコへの登録を目指し

ていこうという動きもやっております。そうい

うことは文化庁にも高く評価をいただいており

ますので、先行する競争相手もいるのですが、

今後も教育委員会とも連携をして、さらに文化

庁への働きかけを行ってまいりたいと思ってお

ります。

ユネスコ登録をしっかり実現でき○丸山委員

るように頑張っていただきたいと思っておりま

す。

ほかにないでしょうか。○日髙委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「



- 12 -

令和元年９月20日(金)

それでは、次に報告事項に関す○日髙委員長

る説明を求めます。

それでは、地方○日吉みやざき文化振興課長

自治法及び県条例に基づきまして、公益財団法

人宮崎県立芸術劇場の経営状況等について御報

告をいたします。

令和元年９月定例県議会提出報告書、県が出

資している法人等の経営状況についての21ペー

ジをお願いいたします。

初めに、平成30年度の事業報告についてでご

ざいます。

まず、１の事業概要ですが、この財団は、県

立芸術劇場の指定管理者として、県立芸術劇場

が県民の文化芸術活動の振興拠点としての役割

を十分果たしていくように、多様な文化事業を

企画、実施するとともに、積極的に活用される

ように管理運営に努めたところでございます。

次に、２の事業実績についてであります。

（１）の県立芸術劇場の指定管理業務、施設

の利用及び維持管理につきましては、記載いた

しておりますとおり、貸館業務、施設・設備の

維持管理を行ったところであり、事業費は３

億5,567万3,000円となっております。

次に、その下の（２ （１）以外の指定管理）、

業務等でございますが、４億5,176万6,000円と

なっております。

その実績といたしましては、右の欄ですけれ

ども、まず、第23回宮崎国際音楽祭の開催であ

りますが、今回は16日間にわたり、15の公演、

関連イベントを開催いたしまして、延べ入場者

数が１万9,150人を記録したところでございま

す。

また、第24回の音楽祭開催のために、公演内

容ですとか、出演者の調整など準備事業を実施

したところでございます。

そのほか、その下の②一般公演事業のほか、

③の自主企画制作公演事業、それからページを

、めくっていただきまして22ページになりますが

④教育普及事業、⑤芸術文化発信事業につきま

しては、記載のとおり多様な公演・普及事業を

実施したところでございます。

次に 経営の状況等についてでございます 24、 。

ページ以降に財務諸表がございますが、説明が

重複いたしますので、ページが飛んで申しわけ

ございませんが、同じ資料の165ページをお願い

します。

、出資法人等の経営評価報告書でございますが

まず、出資の状況でございます。総出資額が２

億4,234万7,000円、県の出資額も同額でござい

まして、県の出資比率が100％でございます。

次に、その下の欄ですが、県の関与の状況を

示しております。

まず、人的支援でございますが、右側ですけ

れども、令和元年度の状況といたしまして、役

員９名のうち県の退職者が２名、また、その３

つ下の欄ですけれども、職員数が29名となって

おりまして、そのうち県の職員が１名、県の退

職者が１名となっております。

次に、その下の財政指数等でございますが、

平成30年度は委託料といたしまして６億8,484

万6,000円を支出いたしております。その主なも

のでございますが、その下の欄、このページの

真ん中よりちょっと下でございますが、まず、

①の県立芸術劇場管理運営事業、劇場の維持管

理等を行うものでございますが、指定管理料と

して３億1,839万9,000円を支出いたしておりま

す。

次に、②の宮崎国際音楽祭開催準備事業でご

ざいますが、この音楽祭の開催業務等を行うも

ので、指定管理料として9,835万6,000円を支出
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いたしております。

さらに、④でございますが、県立芸術劇場の

大規模改修事業は、劇場内の施設や設備の修繕

を行うものでございまして、２億962万8,000円

を支出しております。

次に、活動の指標でございます。このページ

の一番下のほうでございますが、まず、①の劇

場の稼働率でございます。目標値77％でござい

ますが 実績値が78.3％ 達成率が101.7％となっ、 、

ております。

次に、②の主催公演の入場者率でございます

、 、 、が 目標値の70％に対しまして 実績値が64.8

達成率が92.6％となっております。

それから、③でございますが、友の会の会員

数、目標値が1,500人となっておりますが、実績

値が1,672人、達成率が111.5％となっておりま

す。

次に、166ページをお願い申し上げます。

財務の状況でございます。左側が毎年度の収

支状況を示しております正味財産増減計算書、

右側が年度末の資産や負債の状況を示す貸借対

照表でございます。

初めに、正味財産増減計算書の平成30年度の

列をごらんいただきたいと思います。経常収益

が９億4,758万5,000円、経常費用が９億4,325

万3,000円、当期の経常増減が433万2,000円プラ

スとなっております。

それから、平成30年度の当期経常外増減額

は500万円となっておりますが、これは基金の取

り崩しが500万円あったことによります。

したがいまして、その下の当期一般正味財産

増減額は933万2,000円となります。

これらによりまして、一般正味財産期首残高

が１億9,232万8,000円から933万2,000円増加い

たしまして２億166万円、これが一般正味財産の

期末残高となっております。

その下の当期指定正味財産増減額は63万7,000

円のプラスとなっておりますので、指定正味財

産期首残高２億6,125万1,000円にこれを加えま

して２億6,188万8,000円が指定正味財産期末残

高となります。

その結果、その下の正味財産期末残高は、一

般正味財産期末残高と指定正味財産期末残高の

合計でございます４億6,354万8,000円となりま

す。

続いて、右側の貸借対照表でございますが、

こちらも平成30年度の列をごらんいただきたい

と思います。

資産は、流動資産と固定資産を合わせまして

５億9,175万3,000円でございます。

負債、これは次年度の公演のチケットの販売

収入などを含んでおりますが １億2,820万5,000、

円となっております。

この資産から負債を差し引きました正味財産

は４億6,354万8,000円となります。

正味財産の内訳でございますが、基本財産

が3,000万円、基金などの特定資産が２億3,188

万8,000円、一般正味財産が２億166万円となっ

ております。

次に、その下の財務指標であります。

まず、管理費比率が目標値の51％に対しまし

て、実績値が64.4％、達成率が73.7％となって

おります。

それから２番目、②の入場料収入比率は目標

値が36％でございますが、実績値が29.1％で、

達成率は80.8％となっております。

次に、その下の欄でございますが、総合評価

の欄、右側が県の評価になっております。

活動の内容につきましては、先ほど御説明い

たしましたとおり、劇場の稼働率と友の会の会



- 14 -

令和元年９月20日(金)

員数につきまして、目標値を上回っております

けれども 主催公演の入場者率が目標値を下回っ、

ております。

それから、財務内容につきましては、いずれ

の指標も目標値を下回ってはおりますが、経常

収支は引き続き良好な状態にあります。

組織運営でございますけれども、これにつき

ましては、研修の充実や職員の企画力の向上、

それから長期的な運営を見据えた人材育成の取

り組みなど、充実強化が図られているところで

ございます。

これらを受けまして、その下の評価でござい

ますが、活動内容、財務内容につきましてはＢ

評価、そして、組織運営につきましてはＡとし

たところでございます。

続きまして、令和元年度の事業計画を御説明

申し上げます。報告書の27ページにお戻りくだ

さい。

基本方針につきましては、これまでと同様で

ございますけど、多様な文化事業を企画・実施

するとともに、県民が積極的に創作や発表の場

として活用できるよう管理運営を行うこととい

たしております。

２の事業計画でございますが、指定管理業務

につきましては１億5,089万3,000円、それから

（２）でございますが、それ以外の指定管理業

務等につきましては４億3,397万9,000円となっ

ております。

右側の欄の事業内容については、大きな変更

はございません。

次に、29ページをお願いします。

今年度の収支予算でございます。

まず、一般正味財産増減の部の経常増減の部

でございますが、経常収益につきましては、県

、 、補助金等収益が３億7,186万2,000円 それから

チケットの収入とか企業協賛金などの事業収益

が２億7,895万6,000円、合計で７億829万8,000

円となっております。

経常費用につきましては、人件費の支出が１

億3,182万9,000円、それから音楽祭や自主企画

制作公演事業などの事業費の支出が５億7,371

万3,000円など、合計で７億1,829万8,000円と

なっております。

これらの合計額となりますその下の当期経常

、 。増減額は マイナス1,000万円となっております

次に、その下、２の経常外増減の部でござい

ますが、経常外の収益につきましては、基金取

り崩しによる収益となりますけれども、1,000万

円を計上いたしております。

経常外の費用はございませんので、経常外収

益から経常外費用を除き、当期経常外増減額は

同じく1,000万円でございます。

これらによりまして、一般正味財産期末残高

は期首と同額の２億166万193円ということにな

ります。

それから、指定正味財産増減の部でございま

すが、当期は1,000万円の基金を取り崩す予定と

なっておりますことから、一般正味財産への振

り替えが1,000万円、当期指定正味財産増減額が

マイナス1,000万円となります。

これらのことから、当期の指定正味財産期末

。残高は２億5,188万7,557円を見込んでおります

一般正味財産、それから指定正味財産の期末

残高を合わせた正味財産期末残高は４億5,354

万7,750円となる見込みでございます。

公益財団法人宮崎県立芸術劇場の説明につき

ましては以上でございます。

続きまして、条例に基づきまして、公益財団

法人宮崎県私学振興会の経営状況等について御

報告いたします。報告書の163ページをお開きく
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ださい。

この法人は、私立学校の相互の連携、協調、

それから教育の充実や振興を図りまして、本県

の教育文化の高揚に資することを目的としてお

りまして、総出資額は４億2,583万8,000円、こ

のうち県の出資額が１億9,675万7,000円で、県

の出資比率が46.2％となっております。

次に、その下の県の関与の状況でございます

が、まず、人的な支援につきましては、右側の

令和元年度の状況でございますが、役員数の合

計が11名となっておりまして、このうち県の職

員が１名、県の退職者が１名。

それから、その３つ下の欄に職員数を掲げて

おりますが、職員数が６名でございまして、う

ち県の退職者が１名となっております。

次に その下の財政指数の内容ですが 平成30、 、

年度は、県の補助金8,014万9,000円となってお

ります。

その内容は、その下の欄でございますけれど

も、まず、①の私立学校教育研修補助金でござ

います。これは、私立学校の設置者、それから

、教職員の資質向上を図る研修事業に対しまして

研修事業経費の２分の１以内を補助するもので

ございまして、決算額は230万円となっておりま

す。

次に、その下の②でございますが、私立学校

退職金基金事業補助金 これは私学振興会が行っ、

ております退職手当資金の基金造成に対する補

助を行うものでございまして、私立学校教職員

の福利厚生の向上を図るものとして、決算額

は7,784万9,000円となっております。

次に、その下の実施事業でございますけれど

も、主なものを申し上げますが、①魅力ある学

校づくり事業、これは外国人講師の招致ですと

か、教育設備の購入費に対する助成でございま

す。

、②教育研修事業と⑤退職手当資金給付事業は

先ほど財政支出の際に御説明したものでござい

ます。

それから、一番下の欄の活動指標でございま

すけれども、①魅力ある学校づくり助成の利用

件数が目標値12件 実績値が11件 達成度が91.7、 、

％でございます。

次に、②研修参加者満足度でございます。こ

れは教育研修事業について、研修参加者に対し

て行ったアンケートによる満足度なんですが、

、 、目標値が90 実績値が96.6となっておりまして

達成度は107.3％となっております。

次に、164ページをお願いいたします。

一番上、財務状況の左側にございます正味財

産増減計算書についてでございます。ここも平

成30年度の列をごらんいただきたいと思います

が、経常収益は７億647万7,000円、経常費用が

７億474万5,000円でございまして、当期の経常

増減額が173万2,000円となっております。

当期の経常外増減額がございませんので、当

期の一般正味財産増減額は同じく173万2,000円

となっていまして、一般正味財産期首残高1,804

万4,000円と合わせまして、期末残高が1,977

万6,000円となっております。

また、指定正味財産につきましては、当期指

定正味財産増減額がございませんので、指定正

味財産期末残高は４億2,583万8,000円となりま

すことから、正味財産の合計の期末残高が４

億4,561万4,000円となります。

それから、右の欄の貸借対照表でございます

が、ここも同じく平成30年度の列をごらんくだ

さい。

一番上の資産でございますが、流動資産、固

定資産合わせまして56億6,281万円でございま
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す。

また、その下の負債は流動負債、固定負債合

わせまして52億1,719万6,000円でございます。

この結果、資産から負債を差し引きました正

味財産が４億4,561万4,000円、うち指定正味財

産が４億2,583万8,000円、一般正味財産が1,977

万6,000円となっております。

次に、その下の財務指標でございますが、自

己収入比率は目標値が10％でございますが、実

績値が10.3％で、達成度が103％でございます。

それから、管理費の額の目標値が3,300万円で

ございますが、実績値が3,327万4,000円、達成

度が99.2％となっております。

次に、③の教育研修事業の比率でございます

、 、 、が 目標値50％に対しまして 実績値が61.5％

達成度は123％となっております。

最後に、一番下の総合評価でございますけれ

ども、右側が県の評価となっております。

教育研修事業においては、受講料等を徴収さ

れておりますので、そういう財源確保、それか

ら事務局経費の節減、研修メニューの充実によ

る資質の向上、それから効率的な財産の運用や

ホームページによる情報公開などについて一定

の評価ができると考えております。

また、主権者教育の研修など、ニーズに応じ

た取り組みを進めておられますとともに、退職

手当資金給付事業、幼稚園の退職金事業につき

ましては、会員負担率を引き上げるなど、積み

立ての健全化が図られております。

今後とも法令に基づき、適正な事務処理を行

うとともに、退職手当資金給付事業、幼稚園退

職金事業に係る積み立ての健全化、ホームペー

ジ等による積極的な情報交換に努める必要があ

ると考えております。

このようなことから、その下の評価につきま

しては、活動内容Ｂ、財務内容Ｂ、組織運営も

Ｂとしたところでございます。

説明は以上でございます。

別冊資料として○日髙中山間・地域政策課長

お配りしております令和元年９月定例県議会提

出報告書、宮崎県中山間地域振興計画に基づい

て行った主な施策についてをごらんいただきた

いと思います。

おめくりいただきまして、１ページをお願い

いたします。

平成27年度から平成30年度までの４年間を計

画期間としまして、また、前期の中山間地域振

興計画におきましては、計画の目標を持続可能

な中山間地域づくりとしまして、四角囲みにあ

ります１から４の重点施策、仕事がある中山間

地域づくり、子育て環境等の整備と移住・定住

の促進、集落の維持・活性化と新たなきずなの

創造等、安全・安心な暮らしの確保に取り組ん

できたところでございます。

２ページ以降に具体的な取り組み等を記載し

ておりますけれども、主な内容につきまして、

委員会資料で御説明させていただきます。総務

政策常任委員会資料の４ページをお願いいたし

ます。

まず、中ほどの地図をごらんください。県の

中山間地域振興条例で指定されております中山

間地域の範囲を示したものでございます。緑色

の部分が過疎法、山村振興法など、地域振興関

係の５つの法律における指定地域で、紫色の部

分が農林業センサス等での地域農業類型部分

そこが山間部、中間部と分類された地域と―

なっておりまして、この緑と紫の色のついた部

分が本県の中山間地域になっております。

５ページをお願いいたします。

４つの重点施策ごとに、主な実施施策と目標
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指標の達成状況を記載しております。

まず （１）仕事がある中山間地域づくりにつ、

いてでございますが、１つ目の丸、農林業の担

い手育成・確保と地域産業の連携による雇用組

織の設置としまして、農林業への就業希望者に

対する説明会や相談会の開催や就業するために

必要な技術研修、作業受託や担い手育成の役割

を担う農業法人への支援等を行ったところでご

ざいます。

２つ目の丸、地域特性を生かした産業の振興

としましては、中小企業等に対し、経営改善や

事業承継等の支援を、新たにワンストップ窓口

、 、で実施しまして 経営基盤の強化を図ったほか

果樹版集落営農組織の育成のため、省力化機械

。の導入等の支援に取り組んだところであります

３つ目の丸、新たな視点に立った総合的な鳥

獣被害対策の推進では、集落ぐるみで鳥獣被害

を防ぐという観点から、集落被害対策ビジョン

に基づきまして、自主的な被害対策を行う集落

の支援、防護柵の設置、鳥獣被害対策マイスタ

ーの育成等、被害を減らす取り組みのほか、ジ

ビエ処理加工施設の整備支援等、捕獲した野生

。鳥獣の活用の推進を図ったところでございます

４つ目の丸、地域特性に応じた産業の振興に

資する道路網整備の推進としまして、九州中央

自動車道、雲海橋日之影深水間や、都城志布志

道路、横市平塚間等が開通するなど、県内道路

ネットワークの整備に努めたところです。

関連する主な目標指標の達成状況であります

けれども、農林水産業の振興に係ります集落営

農組織数ですとか、中山間地域等直接支払制度

協定締結面積につきましては、高齢化でありま

すとか、リーダーとなるような人材の不足等も

ございまして、目標に達することができなかっ

たところでございますけれども、鳥獣被害対策

の指標については、目標を達成している状況に

ございます。

６ページをお願いいたします。

（２）の子育て環境等の整備と移住・定住の

促進につきましては、１つ目の丸、地域全体で

の子育て支援等の充実で、未来みやざき子育て

運動の推進ですとか 出会い 結婚 出産といっ、 、 、

たライフステージに応じた子育ての支援充実に

取り組んだところでございます。

２つ目の丸、教育環境の整備・充実等では、

地区生徒寮の運営ですとか、育英資金の貸与等

を実施し、３つ目の丸、戦略的な移住等の促進

では、宮崎ひなた暮らしＵＩＪセンターを中心

に、情報発信、相談体制の充実を図ったところ

であります。

、関連する目標指標の達成状況につきましては

行政が把握できた移住世帯数につきましては、

達成しているところでございます。

（３）の集落の維持・活性化と新たなきずな

の創造等につきましては、１つ目の丸、自主的

な活力の向上としまして、住民の話し合いを促

進するツールとして、ひなたまちづくり応援シ

ートを作成しましたほか、２つ目の丸、都市等

との交流・地域間連携の促進としまして、中山

間盛り上げ隊の派遣によりまして、都市住民が

集落活動の支援を行うことを通じた交流の促進

等に取り組んだところでございます。

、関連する目標指標の達成状況につきましては

一番下の中山間盛り上げ隊の参加者数につきま

しては、平成29年度から事務局を変更しました

ほか、同一集落に対して何度も隊員を派遣する

ような派遣のあり方等を見直し、回数制限等を

行ったことから、延べ参加者数の目標値は達成

できなかったところでございます。

７ページをお願いいたします。



- 18 -

令和元年９月20日(金)

（４）の安全・安心な暮らしの確保としまし

ては、１つ目の丸、医療の確保及び保健福祉の

充実として、ドクターヘリの運航ですとか、へ

き地診療所の巡回診療、また、高齢者の通いの

場としての介護予防教室の普及に努めたところ

でございます。

２つ目の丸、地域公共交通の維持・確保とし

ましては、複数市町村にまたがるバス路線を運

行する事業者ですとか、市町村に対する支援等

を行ったところでございます。

３つ目の丸、情報通信基盤の充実及び利活用

の促進につきましては、携帯電話サービスの未

提供エリアの解消、４つ目の丸、防災・減災対

策の推進等につきましては、各地域の防災活動

のリーダーの育成等を実施し、関連する目標指

標の達成状況については、ごらんのとおり、お

おむね目標どおりの進捗になったところでござ

います。

全体を通して、４年間の目標指標の達成状況

につきましては、着実に成果を上げたものがあ

る一方で、目標を達成できなかったものも数多

くある状況でございます。

こういった状況を踏まえまして、先般の６月

議会におきまして審議いただきましたとおり、

今年度からの４年間に重点的に取り組む施策を

整理しました新たな中山間地域振興計画へと改

定を行ったところでございますので、新たな計

画のもと、今後さらなる取り組みを各部局一丸

となって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。

まず、県が出資している法人等の経営状況に

ついて、質疑はありませんでしょうか。

163ページの私学振興会の非常勤の○髙橋委員

県職員が１とあるじゃないですか。これって県

の辞令かなんかで。

県職員の非常勤○日吉みやざき文化振興課長

で上がっていますのは、みやざき文化振興課長

が理事に就任しておりまして、非常勤に計上さ

せてもらっています。

それと、下のほうです。活動指標○髙橋委員

で②の満足度のところ、平均だからなのかわか

りませんけれど、ここはやっぱり100％にしない

と、最初から100人来て10人は満足せんでいいと

か、そういう捉え方じゃいけないのではないで

しょうか。だから、目標値が90％の96.6％だけ

ど 目標値が90％ではなくて 100％にすべきじゃ、 、

ないかと私は思いましたが。

今、御指摘いた○日吉みやざき文化振興課長

だいた点につきましては、確かに90％を超えて

いますので、このままでいいのかについては、

ちょっとまた検討したいと思います。

近年、ずっと90％を超えていますので、90％

のままでいいのかについては、確かに再考の余

、 、地があろうかと思いますので そこについては

また協議、検討してまいりたいと考えておりま

す。

、○武田委員 勉強不足で申しわけないんですが

宮崎県立劇場の21ページの事業実績の事業費が

３億5,567万3,000円で、27ページの事業費が、

これは１億5,089万3,000円になっているんです

が、これは貸館業務等が入ってないのか、どう

。いうふうに理解したらいいのかをお願いします

今、御質問の件○日吉みやざき文化振興課長

は、21ページの事業実績では３億5,000万円余で

あるものが、27ページの今年度の計画では１

億5,000万、この差についての御質問だと受けと

めました。この事業費につきましては、委託料
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ですとか、いろんな財源になっているんですけ

れども、劇場に舞台機構ですとか、舞台の照明

の修繕をお願いしております。その修繕の経費

が、昨年度の実績と、今年度お願いする修繕、

差額がございまして、そこで大きな差が出てき

ておりまして、ことしは昨年ほど修繕を予定し

ていないということでございます。

わかりました。大きく変化がある○武田委員

ところは、そういう説明を入れていただくと、

ありがたいかなと、よろしくお願いします。

そのようにきち○日吉みやざき文化振興課長

んと御説明申し上げたいと思います。済みませ

んでした。

関連して、これは、なかなか難し○坂口委員

。 、いところだと思うんですが それと現実的には

ここがもう独占みたいに、競争なしで随意契約

に近いようなことにならざるを得ない こういっ。

たものですけど、１つは今言われたように、リ

スクコストの分担です。所有者が負担していく

部分と、そこを利活用して運営すると思うんで

すが、そこが負担する部分との維持経費も含め

た修繕、あるいは更新のルールが少し見えにく

いんです。ほかの指定管理だったら、それも含

めて、数字でぼんと出てきます、どちらが見る

べきものかという話も。それが１つあるのと、

それだけ大きいイベントをやるところだから、

来年、再来年の約束を、その前の時点で契約し

とかないと、特に、外国から一流のものを呼ぼ

うとしたら、間に合わないということ。ここへ

。の競争制の導入は物すごく難しいと思うんです

同じ運営体が運営していったら、その県の文化

の方向性というのは、やっぱり一定の幅をよう

出きらないんじゃないかなと思うんです。口出

しができないと思うんです、こういう専門家の

世界というのは。そこで、パブリックの、そし

て宮崎の文化振興の底辺を広げるとか、多様性

を持たせるとか、いろんなものを見て、その考

え方を集約して来年、再来年のイベントを決定

づけるという作業、それをあくまでも県が運営

していくという。そしてまた、そこをつくった

県が自らを満足させるための競争を指定管理で

どうやっていくかということです。そこらは考

えておかないと、毎回同じようになる。

それと、これだけ巨額のものだから、ちょっ

と言いづらい点もあるんですけど、いまだにあ

そこ、招待券を出しています。毎年同じところ

に出している。実は、私も委員会の所属関係と

かでいただいたことがあったけれど、それを考

えて、１回使っただけで、あとは全て誰かにや

りたいけど、やればその方がただで行くという

ことで、これだけの巨費を見たときに、これは

やっぱり自分としては納得できないと思って、

全てシュレッダーにかけたんです。これは記録

を見ていただければ、僕が何枚いただいて何回

行ったかって、わかると思うんですけど、最初

のときに行っただけです そこらも含めて やっ。 、

ぱりこれはもう一回、見直して、当初の原点に

返っていかなければいけない。しかも、そこで

多様性を持たせながら、競争性を導入しなけれ

ばいけない。

例えば、この分野では超一流が見れるよだけ

ではだめだと思うんです。当初は、松形元知事

も、発想では、県民全て、100万県民の文化のレ

ベルを全て底上げしていく、オール宮崎が対象

だったんです。そこが偏ってきやしないかと。

、 、去年よりも何％ 初めての人が来ましたよって

そこで満足してはだめだと思う 全体にどうやっ。

て行きつかせるかということもやらなければ。

これは物すごい難しいことですけれども、相手

がいないとなると、結論的にはそこしか出来な
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いことになる可能性も十分わかっているんです

が、その工夫が今必要かなと。だって、今のよ

うに、そういったリスクコストというのが半分

も要らない年もあれば。今回、県も新たにＰＦ

Ｉなんかを導入して、いろいろな考え方を導入

して、そこはある程度満足できるものがあるか

もしれない。

そういったものをやっぱり 、今のような―

指摘って毎回されると思うんです。委員も疑問

を持ちながら、そのまま。こういうことだって

わかっているから。ここは、ずっと疑問が消え

ないし、知恵が何かないかなと悩むところです

から、答えは出ないかもわかりません。結論的

にはそこに行き着くのかわからないけど、県民

がいろんな知恵を出し合うことを１回試みてい

ただきたいかなという気はします。何言ってい

るかわからないかもしれないけれど、そこらは

どうですか。

坂口委員がおっしゃった○渡邊総合政策部長

ように、非常に専門性が高い分野でございます

ので、確かに独占的になってしまうようなとこ

ろ、そうならざるを得ないものもあるのかなと

思いつつ、おっしゃるように、県としての芸術

文化のあるべき方向性というのもございますの

で、そのあたりは芸術劇場と私どもとでいろい

ろ意見交換をしながら、当初、劇場ができたと

きの原点に立ち返るような、そういう議論もさ

せていただいて、より幅広い県民の皆さんに対

する芸術の裾野を広げる施設である、そういう

ような形に進めていければと思っております。

何せ難しい、そう思うんです。で○坂口委員

もやっぱりこのままでは、何か違うなという気

がして。東京や首都圏あたりにあるような劇場

とは違って、これあくまでもパブリックなんだ

と。宮崎の文化を何とかレベルアップしたいと

か、宮崎に文化というものを持ち込みたいとい

うところからスタートした明治100年事業だった

んです。そこをぜひ原点に返って。多分答えは

一緒だろうと思うんです。こういうことは言い

づらいけど、やっぱり言わないとなと一、二年

悩んで言ったのが、ポストアイザックを考えな

いとだめですよと言ったんです。１つには、こ

の人がだめだっていうんじゃない。いつかは、

もう日本に来れなくなるときが来るんです。来

れなくなった、さあ探せで、１週間じゃ見つか

らないよということを言った。そのときも言っ

たんですけれど、答えが一緒でも、どうしても

悩んで悩み抜かないといかんものの１つかなと

思うんです。

何か難しいことを言いっ放しですけれど、ぜ

ひここを、何らかで検討していただければと思

います。

21ページの第23回宮崎国際音楽祭○重松委員

の入場者数は１万9,150人になっているんですけ

れど、過去最高だったのは何年の何名だったの

でしょうか。

ちょっと資料を○日吉みやざき文化振興課長

確認して……。

わかりました。その時間で。○日髙委員長

ちょっと別件で、165ページの友の○重松委員

会の会員数の件なんですけれど、先ほど髙橋委

員もおっしゃったように、実績値が目標値を超

えているので、この目標値も見直しをされては

どうかなということです。同じようなことにな

りますけれども、御提案したいと思います。

今の165ページの○日吉みやざき文化振興課長

目標の数でございます。1,500がずっと1,500で

いいのかという御指摘だと思います。これも、

先ほどの御指摘とちょっと似ているんですけれ

ど、その数字が、結局劇場としては、恐らく劇
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場に見えるお客さんの核になる人数として、ど

うしても確保しておきたいというのが基本には

あると思います。ただ、一方で、そのままでい

いのかというのは当然ありますので、そこのと

ころはやっぱり数字をふやしていく、そういう

方向性は財団自体持っていると思うんですけれ

ど、それを目標としてどう設定するかは、もう

一回改めて協議、検討したいと思います。

実は、私も会員になって、毎回、○重松委員

クレッシェンドをいただいて、すごく魅力のあ

るイベントの案内を随時いただけるもんですか

ら、本当にこれは大切な やっぱり会員目標―

は当然音楽祭とか、いろんなことの動員には大

きな引き金になるのかなと思いますので、お願

いします。

また、あわせて、ことし第24回の音楽祭は国

民文化祭との連動ということで、当然、大きな

動員が図られるのかなと思いますけれど、もう

一遍確認ですけれど、これは連動されるんです

か。

国文祭と音楽祭○日吉みやざき文化振興課長

の連動につきましては、国文祭の時期がちょう

ど来年の秋でございますので、秋バージョンの

音楽祭ということで、今企画の準備が進んでお

ります。

例年春ですが、秋と一緒にあわせ○重松委員

て開催のほうで成功を祈りますので、よろしく

お願いいたします。

今 重松委員も会員だそうで やっ○髙橋委員 、 、

ぱり宮崎市在住の人は強みだと思うんです。先

、ほどの坂口委員の話にも関連するんですけれど

県民がこの芸術劇場に親しみを持ってもらう。

いわゆる宮崎市以外の人は、どのくらいの割合

で芸術劇場に足を運んでいるのかなとちょっと

思ったものですから。そういった統計を出せる

と私は思うんです。これが今後の芸術にどう生

かすかということの足がかりにもなるんじゃな

いかと思うので、もしそういう統計がとれるん

であれば出してほしいなと思うんですが。

今の御指摘は、○日吉みやざき文化振興課長

宮崎市の方とほかの市町村からの割合がどんな

ものなのかという御指摘だと思いますが、今手

元に持っていないんですけれど、劇場主催の公

演ではアンケートをとっておりまして、どちら

からお見えになりましたかという設問がござい

ます。ただ、宮崎市以外の方が町村名まできち

んと書いておられるかどうかというのがあるん

ですけれど、大ざっぱに言いますと、大体宮崎

市の方が60％台から70％かなと。厳密にはじい

たわけではないんですけれど、公演の結果を見

ると、そうなっていますので、やっぱり委員が

おっしゃるように、宮崎市の方が多いのかなと

思っています。

ですから、それ以外の市町村からの来場者を

ふやしていくことも大きな課題だと思っていま

す。

ざっとということでしょうけど、○髙橋委員

６対４であれば、私はえらい宮崎市以外の方は

足を運んでいるなと今感じました。

物によって違い○日吉みやざき文化振興課長

ますので、そこは一概には言えないんですけれ

ど、７割前後かなと思います。正確にはじいて

いないので、何とも申し上げようがないんです

が。

今後、分析をしていただいて、今○髙橋委員

後の芸術劇場のあり方についての参考にしてい

ただければと思います。

今の点について○日吉みやざき文化振興課長

は、今後また検討したいと思います。

済みません。先ほど音楽祭で過去多かったと
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きはいつなのかという御質問をいただいており

ました。第22回で２万734人というのが過去最高

でございます。

ありがとうございました。結構で○重松委員

す。

165ページなんですけれども、○脇谷副委員長

県立芸術劇場の財政支出の県委託料が、平成28

年度から５億8,000万円、29年度が６億円、そし

て30年度が６億8,000万円と徐々に上がってきて

、 、いて この２年度で１億円ふえているんですが

これは下のほうの財政支出の内容を見ると、大

規模改修が入っているということで、令和元年

度は極端に減るということなんでしょうか。

今の御指摘は、○日吉みやざき文化振興課長

先ほどの御質問とも関連するんですけれども、

この財政支出が年々ふえているのは、先ほど申

し上げた修繕の費用が、28年度ですと１億1,900

、 、万円ぐらいなんですが 29年度が１億3,500万円

、それで30年度が２億円ぐらいなんですけれども

ほかの委員の方からも御指摘があったように、

修繕費が動くものですから、そこで幅が出てき

ているという状況でございます。

ということは、令和元年度の○脇谷副委員長

予算案においては、今のところ1,900万円しか上

、 、げていないということで 大規模な修繕費用は

今のところかからないということでいいんで

しょうか。

今年度、財団で○日吉みやざき文化振興課長

行う修繕事業は、現在のところ1,900万円を予定

しているところでございます。

よろしいでしょうか。○日髙委員長

それでは、次に、宮崎県中山間地振興計画に

基づく施策について、質疑はありませんでしょ

うか。

５ページの目標指標の達成状況の○髙橋委員

再造林面積は、平成30年度の目標値1,860に対し

て1,958ヘクタールだから、再造林はばっちり

やっていますよと。ただ、最近、再造林の未済

地の報道があったじゃないですか。ちょっと正

確な数字は覚えていませんが、たしか800台のヘ

クタールで植えてないよという数字だったと思

うんです。あそことの整合性はどういうふうに

理解したらいいんでしょう。

環境森林部も、○日髙中山間・地域政策課長

そういったところは問題点としては持っている

んですけれども、再造林として、優良苗木を増

産して、何とか、切ったらすぐ植えるというと

ころを続けていることに関しては、おおむねで

、 、きている認識ではあるんですけれども 一方で

今後、苗木が足りなくなっている地域もござい

、 、ますし そういったところの問題点はありつつ

このまま、そういう切ったらすぐ植えるという

ところをとにかく訴えていって、再造林をして

いきたいという意向のようでございます。

その考え方はそのとおりなんだけ○髙橋委員

ど、私が言ったのは、最近、報道であった数字

というのは、この30年の数字とは別の数字だと

いうことなんでしょうか。まだ、造林の未植栽

地があるよという報道があったもんですから、

その確認です。

済みません。そ○日髙中山間・地域政策課長

の点については、確認させていただきます。

中山間盛り上げ隊の関係で、目標○髙橋委員

、値に対しての参加者がえらい少ないんだけれど

十何年前ですよね、この中山間盛り上げ隊が発

足したのは。あのころすごく話題になって、え

らい県内をかけ回って、ニュースにも出たんで

すけれど、中山間盛り上げ隊のいわゆる隊員で

す。この数は減っているんでしょうか。維持し

ているんでしょうか。
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、○日髙中山間・地域政策課長 隊員数としては

ずっと積み上がっている関係で、ふえてきてお

りまして、30年度末で873名の隊員がおります。

問題は、その隊員の数よりは、実際に参加い

ただける隊員の数が問題で、実際に活動してい

るのは、そのうちの100名程度の方が年間活動さ

れているという状況になってございます。

今の説明でいいますと、いわゆる○髙橋委員

幽霊隊員じゃないけれど、登録はしているが、

全く活動されていない人が、ざっくり700名弱い

るということですね。

１度も活動され○日髙中山間・地域政策課長

ていない方もいらっしゃいますし、その年活動

、されていない方もいるということですけれども

中には、若い候補生とかで登録したんだけど、

中山間地は遠いものですから、行けないとか、

そういった声等もちょっと聞かれております。

そういったことも含めて、ここは検討していこ

うと考えているところでございます。

中山間地域の全体的な予算額はど○丸山委員

んなふうに理解すればいいんでしょうか。

中山間地域だけ○日髙中山間・地域政策課長

の事業というのはなかなか把握しづらくて、中

山間地を含む事業ということで、毎年各部から

数字をいただいているんですけれども、平成30

年度ですと875億円程度という金額になっており

ます。令和元年度につきましては、国土強靱化

、 、の分で 県土整備部の予算が多いですけれども

例年でいきますと、大体900億円程度という金額

になってございます。

中山間地域、特に守っていきたい○丸山委員

という思いで、条例もできて、こんな報告もい

ただいているんですが、人口減少の推移を見て

いくと、やっぱり山間地域は60％人口が減って

しまう推計があるものですから。そうならない

ようにしてほしいということで、いろんな施策

を打っていただいているんですが、なかなか厳

しいのが実感です。全体的には、市町村も特に

頑張っていただいて、連携しないと無理だとい

うこともわかっているんですが 県としては 900、 、

億円程度 毎年中山間地域に充てています 5,500、 。

億円のうちの形だと思うんですけれど、この施

策が本当に機能してほしいと思っているんです

が、ずっと900億円程度でいいのか、それとも今

、後はもっとふやしていく方向で考えているのか

全体的な話をお伺いできればと思っているんで

すが。

委員おっしゃる○日髙中山間・地域政策課長

、 。ように 成果が見えづらいところはございます

一つは、この中山間地域の範囲が広いものです

から、我々が普通に思い浮かべる中山間地域で

困っているところ、今は山間部のところと、23

市町村が中山間地域になっていますので、平場

、 。に近いところと いろいろと事情がございます

要するに、それぞれに効果的な施策を打たなく

てはいけない、非常に難しい状況だとは思いま

す。特に、山間部につきましては、人口減少に

ついて、かなり厳しい予測が立っておりますの

で、何とかこれに届くような施策を考えていく

、 、 、わけですけれども 一番は それぞれの市町村

それぞれの状況に応じた施策に寄り添った形で

支援をしていかないといけないと思っています

ので、額をどうするということよりも、中身に

ついて、それぞれの市町村の進む方向に沿った

形の支援を考えていきたいと考えております。

恐らく７ページに掲載の情報通信○丸山委員

、 、の充実でやっていただいているんですが 今後

新しく移住される方々も含めて、やっぱり情報

のネットワーク、ことに５Ｇとか整備していく

のに、民間でやっていくものは、山間地域は遅
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くなってしまう。逆に言うと、そこが本来は遠

隔事業なんかも含めて、５Ｇがしっかりあった

ほうがいいとか、そういうもので安心して移住

できますよねという形になっていくと思ってい

るんです。その辺に特化したときに、ちゃんと

支援できますというようなことを考えていただ

いていると認識してよろしいでしょうか。

委員おっしゃる○日髙中山間・地域政策課長

ように、ＩＣＴの技術によって、今までできな

かったことが、中山間地域でも、山奥でもでき

る可能性があるという意味では、物すごく期待

するところであります。ただし、実際にそうい

う技術ができたときに、中山間地域でも使える

のかどうかは、今のところではわかっていない

ところもございます。そういったところは、そ

の技術ができたときに、それが使えるようにし

ておかないと、基本的には意味をなさないとい

うこともございますので、現状がどうなのかと

かも含めて、今後調査等もしていきながら、で

きるだけＩＣＴの活用ができるように検討して

いきたいとは考えております。

よろしくお願いします。○丸山委員

。○日髙委員長 ほかにございませんでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩いたします。○日髙委員長

午前11時46分休憩

午前11時47分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

ここでお諮りいたします。質疑が続いており

ますけれども、残りの質疑は、本日午後１時か

、 。ら行いたいと思いますが よろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ないようですので、午後○日髙委員長

１時から再開したいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

それでは、その他報告時○小倉総合政策課長

事項で総合政策課から２点、御報告させていた

だきます。

委員会資料の９ページをお開きください。

まず 「新しい『ゆたかさ』展開プログラム」、

の政策評価の結果について御報告いたします。

まず１の趣旨等でございますが、こちらの政

策評価につきましては、平成27年に策定しまし

た宮崎県総合計画に係る重点政策で８つのプロ

グラムがございまして、そちらに関する27年度

から30年度の取り組みに係る評価を実施したも

のでございます。

目的としましては、数値目標とその達成状況

を外部の視点を踏まえて客観的に把握する。そ

して県民にわかりやすく示すこと。

それから、プログラムごとの課題を明らかに

しまして、後年度の予算や施策への反映を通じ

て改善につなげていく形になります。

評価の方法でございますが、後ほど、また御

説明させていただきますが、まず１つ目が内部

評価でございまして、重点評価項目が28個ござ

います。そちらにつきまして、それぞれ目標値

の達成状況などを踏まえまして、28項目ごとに

県庁の内部で内部評価を行っております。

それから、外部評価としまして、プログラム

が全体で８つございますが、そちらにつきまし

ては、総合計画審議会において、内部評価を参

考にしながら総括的な評価を行った形になりま
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して、こちらは８月21日にそういった内容も含

めまして、知事への答申がなされている状況で

ございます。それまでに、４月から８月にかけ

。て審議会が２回開催されたところでございます

評価結果につきましては、Ａ評価が２、Ｂ評

価が６で、全体としては一定の成果が上がって

おります。

10ページ、11ページをお開きください。

今申し上げましたとおり、８つある各プログ

ラムごとに、それぞれ重点項目が並んでおりま

して、全部で28ございます。それぞれにつきま

して個別の指標がぶら下がっておりまして、そ

ちらの達成状況を踏まえまして、重点項目ごと

に、ａからｃの内部評価を行いまして、その結

果が右から２つ目にある内部評価と書かれてい

るアルファベットでございます。そちらを県庁

の内部で行った上で、その後、外部評価という

ことで、総合計画審議会にかけさせていただき

まして、一番右側のＡからＣという評価になっ

てございまして、今回は、Ｂが６つ、Ａが２つ

という結果になってございます。

では、どういったところが評価されたところ

かと申しますと、今回はＡが２つついておりま

す。例えばということで、別冊の答申資料１で

御説明させていただきます。

そちらの資料の25ページをお開きください。

今回、この４年間で初めてＡ評価になりました

地域経済循環構築プログラムでございます。

どういった点が評価されたかといいますと、

評価のところに書かれておりますとおり、農林

水産業の生産額ですとか食料品、フードビジネ

ス関係ですとか電気機械の製造業、こういった

ところの生産額が非常に伸びたところがござい

まして、県際収支 これは県外に出ていく輸―

、出と輸入の差し引きの差でございますけれども

そちらが目標を達成したところですとか、成長

期待企業等の認定数、それから経営革新企業の

承認件数、こういったところも含めまして、多

くの指標で目標が達成できたところであり、全

般的に成果が上がったところがございまして、

Ａ評価となったという状況でございます。

こちらの別冊につきましては、今申し上げた

ような各プログラムごとの評価とともに、例え

ば26ページにあります主な指標ですとか、27ペ

ージ以降でいいますと、各重点項目ごとにそれ

ぞれその取り組みの中身ですとか、個別の指標

の達成状況などがございます。プログラムごと

を説明は、時間の関係上難しいので、後ほどご

らんいただければと思います。

最後に、同じ別冊の資料の３ページをお開き

ください。こちらは審議会の答申にあります総

括評価ということでいただいている御意見でご

ざいます。

総括評価に関しまして、１段落目にあります

とおり、今回の評価対象となった「新しい『ゆ

たかさ』展開プログラム」が作成されたのは27

年度でございます。その段階というのは 「口蹄、

疫からの再生・復興」の段階から 「復興から新、

たな成長へ」という段階に入る中で、経済・雇

用対策ですとか、地域医療の確保、グローバル

な市場展開、こういったところが課題になって

いたところで、今回展開されてきたプログラム

でございますけれども、この４年間を見てみま

すと、例えば東九州自動車道の全線開通ですと

か、航空路線の充実、企業立地ですとか、和牛

能力共進会の内閣総理大臣賞受賞など、一定の

成果が見られているところでございまして、今

後は、これまでの成果を生かしながら、地域の

活力に結びつけていく必要があるという評価と

なってございます。
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また、今後、課題になると思いますが、少子

高齢化、人口減少が想定以上に進行している中

で、子どもを産み育てやすい環境づくりですと

か、若年人口の流出抑制ですとか、こういった

ところをさらに強化して、地域交通、医療・介

護・福祉の充実など、人口減少下における安心

な暮らしの確保などに取り組んでいくと。さら

に自然災害が激甚化する中で、ハードとともに

ソフト対策も含めた防災減災対策も必要だとい

うような評価をいただいております。

こういった内容を踏まえまして、今後、本年

６月に策定しました新しいアクションプランの

。施策を着実に進めていきたいと考えております

政策評価の説明は、以上でございます。

続きまして、常任委員会資料の12ページをお

開きください。

東京2020オリンピック聖火リレー等の準備状

況について御説明をさせていただきます。

まず１つ目、オリンピックの聖火リレーの応

募状況でございます。こちらは、７月、８月の

、２カ月間にかけて応募期間を設けましたところ

応募件数としては2,103件ということで、かなり

多い水準の応募がありました。

市町村別の応募状況でございます。ごらんの

とおりでございますけれども、101件以上という

ことで多かったのが４市という状況でございま

して、県実行委員会分の公募人数が29名でござ

いますので、この部分に関しますと、約70倍の

倍率になった状況でございます。

今後のランナーの選定でございますが、組織

委員会と調整の上で最終的に決定していく形に

なってございますが、宮崎市、都城市、延岡市

に関しましては各２名ずつの選出、それ以外の

市町村につきましては１名ずつの選出で、こち

らは10月末に改めて県実行委員会を開催させて

いただきまして 実行委員会としての選出を行っ、

た上で、組織委員会に提案をし、最終的に組織

、 、委員会の決定を受けて 12月にランナーの決定

それから聖火リレーの詳細なルートの発表予定

となってございます。

それから２番目、通過市町でございますが、

こちらの右の地図などをごらんいただければと

、 （ ）思いますが １日目が来年の４月26日 日曜日

で６区間となってございます。高千穂町から始

まりまして、宮崎市、県庁前の楠並木通でセレ

ブレーション 到着式典 を実施する流れになっ（ ）

、 、てございまして ２日目に関しましては７区間

宮崎市を出発しまして 最後にえびの市まで行っ、

て、グリーンパークえびので到着式典を実施す

る流れになってございます。

この聖火リレー運営に想定される要員等とし

て、右の地図にも書いておりますが、リレーの

ランナーが安全に走行できるようにするために

は、ある程度交通誘導ですとか、また交通規制

もそうですが、やはり邪魔が入ったりするとい

うことで、テロ対策も非常に重要になってまい

ります。

それで、警察、消防等が入ったり、もしくは

ボランティアも必要になってまいりますけれど

も、必要に応じて、行政職員もしくは警備会社

が入りまして、必要な距離もございますので、

そこをカバーできる警備体制を敷いていかない

といけない状況でございます。

右側に書いておりますが、各区間、聖火リレ

ーの実施とともに、ミニセレモニーですとか出

発式、到着式典など、いろんなイベントも開催

してございます。今のところかなり人が多く集

まる形になりますので、その運営、それから警

備要員が必要になってまいります。それらを足

し合わせますと、大体延べ9,000人程度は必要に
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なってくるかなと思います。

そういったテロ対策ですとか安全を確保する

ためにも 警備会社等のコストもある程度かかっ、

、 、てくるかなと思いますので そうしたところが

今後必要な費用として出てくる可能性がある状

況になってございます。

それから最後の４番 パラリンピック聖火フェ、

スティバルでございます。パラリンピックにつ

きましては、実は聖火リレーという意味では、

これは競技を開催する 例えば東京ですとか―

静岡、千葉、埼玉などの関東のみでリレーを実

施する状況になってございまして、それ以外の

、 、道府県につきましては 聖火リレーを実施せず

各道府県で独自の手法で火を採取して、東京に

向けて火を送り出すというセレモニー これ─

をパラリンピック聖火フェスティバルと言いま

すけれども、こちらを来年８月13日から17日の

間のいずれかで開催しようと計画している状況

です。

詳細につきましては、こちらがある程度固ま

り次第 また御報告をさせていただく状況になっ、

てございます。

説明は以上でございます。

御説明いたします。○長倉統計調査課長

資料14ページをお開きください。県指定統計

条例の改正についてであります。

１、改正の理由ですけれども、令和元年５月

１日に改正統計法が施行されたことを受けまし

て、県指定統計条例を一部改正するものであり

ます。

２の改正の内容につきましては、右側15ペー

ジで説明したいと思います。県指定統計条例改

正のポイントであります。

上段に改正のポイントを黒四角で、そして変

更点を拡大、新設とお示ししております。

左側の端のほうに現行条例とありますが、そ

ちらをごらんください。

各項目は、条例の見出しでありまして、それ

から右側に目を転じていただいて、内容欄に条

文の内容を記載しております。

まず左端のほうの現行条例の内容を説明しま

して、それから改正の内容は、後ほど説明いた

します。

まず黒四角、県指定統計をごらんください。

まず県が行う統計には、国勢調査のように国

から委託を受けて行う統計と、それから例えば

毎月１日現在の市町村ごとの県推計人口を月末

に公表している現住人口調査のように、県が独

自に行う統計があります。

条例では、県が独自に行う統計のうち、特に

重要なものを知事が指定統計として指定するこ

と。そして順に下のほうに目を転じていただい

て、県指定統計を指定した旨や指定統計を実施

する旨を告示をすること。それから調査対象者

の申告義務、統計調査員の設置、実地調査など

を規定しております。

次の黒四角の調査票情報とは、調査対象事業

、所等に記入いただいた調査票の内容そのもので

例えば、毎月の生産量ですとか出荷額といった

情報でありまして、本来は目的外利用が禁止さ

れております。この調査票情報を国や他の地方

公共団体が統計の作成等を行う場合には、提供

ができる旨を規定しております。

次の黒四角の適正管理ですが、調査票情報の

、提供を受けた者は適正な管理を行うべきことを

その次の黒四角はありませんけれども、守秘義

務は、提供を受けた者が遵守すべき守秘義務や

目的外利用禁止を規定しております。

その次の黒四角の審議会ですが、知事が指定

統計を指定するに当たっては、意見を聞くこと
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とされている統計審議会に関する規定でありま

す。

改正の内容の主なものについては、資料の下

段のほうで説明いたします。

まず、①の対象を拡大ですが、条例の対象を

県指定統計から、県が独自に行う統計全般に拡

大するものであります。

なお、これまで、そこの黒丸にありますよう

に、10の統計が県指定統計として指定されてお

りますけれども、そのうち、現在でも調査が実

施されているのは、具体的に申し上げると、産

業動態統計、それから物資流通統計調査、現住

人口調査の３つのみとなっております。

次に、その下の②かたり調査の禁止ですが、

県指定統計調査と誤認させて情報を収集するこ

とを禁じるものであります。

次に、その下の統計情報の有効活用のまず左

側の③庁内での二次利用ですが、先ほど申し上

げましたとおり、調査票情報といいますのは、

本来目的外使用が禁じられているのですが、条

例に規定することにより二次利用、例えば教育

委員会が行った統計調査の調査票情報を知事部

局のある課が利用して、別途の統計を作成する

といったことを可能にするものであります。

その右側の④外部提供の拡大ですが、国や他

の地方公共団体に調査票情報を提供できる統計

を、現在のこの県指定統計、先ほど申し上げた

３つから県が行う統計調査全般に拡大するもの

であります。

次に、⑤適正管理措置を具体化ですが、今回

、 、の統計法の改正において 適正管理措置の内容

運用が具体的に示されたことから条例において

も具体化するものであります。

、 、左側の14ページにお戻りいただいて 最後に

（６）統計審議会の廃止であります。

最後の指定統計の指定が昭和58年でありまし

て、その後、昭和60年に指定統計の調査方法の

変更を審議したのを最後に、統計審議会は開催

されておりません。新たな指定統計の指定もな

かったんですけれども、既に設置当初の役割を

終えていることから、これを廃止するものであ

ります。

３、今後の予定ですが、来月10月にパブリッ

、 、クコメントを実施し 12月に法令審議会に諮り

来年の２月議会に条例改正案を上程したいと考

えております。

説明は、以上であります。

、 、○大東総合交通課長 総合交通課からは ２件

御報告をさせていただきます。

。常任委員会資料の16ページをお開きください

最初に、宮崎カーフェリー株式会社の新船建

造についてでございます。

１の概要にありますとおり、長距離フェリー

航路は、本県経済にとりまして極めて重要な航

路でございます。新船建造が必要でありますこ

とから、宮崎カーフェリー株式会社において年

内の新船建造契約の締結を目指して、現在検討

が進められているところでございます。

現在の検討状況でございます。

２の（１）に新船の基本スペックを記載して

おります。トラックの台数をふやす予定にして

おりまして その関係上 全長が今の船よりも20、 、

メートルほど長く、大型化することになってお

ります。

一方、現行ダイヤを維持するために、速力は

現船と同じ程度を確保することになっておりま

す。また、旅客定員につきましては、現船は690

名となっておりますけれども、これをシングル

ルーム等を増加させることで、580名程度に減っ

た形で今計画が進められているということでご
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ざいます。ただ、旅客が多い時期は、このドラ

イバー室 これはシングルルームを予定して―

おりますが、こちらを一般用に開放する形で検

討されております。

次に （２）の投資額の見込みでございますけ、

れども、船価が２隻で150から160億円程度、排

気ガスの処理装置などに20億円程度、合計で170

から180億円程度を予定しております。

この投資に要する資金調達についてでござい

、 、ますけれども 17ページの３にありますとおり

金融機関から110から120億円程度の融資が検討

されておりまして、不足額60億円程度につきま

しては、自己資金や国庫補助などによる調達が

検討をされております。

４の今後の対応でございますけれども、新船

の建造は、このように多額の資金を要しますの

で、設立後間もない宮崎カーフェリー株式会社

がその全額を金融機関から調達することは、３

。 、に記載のとおり難しい状況にございます また

この不足額60億円の全てを自己資金などで賄う

ことも、なかなか難しいものではないかと考え

ております。

このため、県といたしましては、新船建造に

要する不足分の資金につきまして、貸し付けに

よる支援を検討していく必要があると考えてお

ります。

なお、その下の５に、現在会社において試算

しております新船就航後の収支構造を、モデル

となりますが記載しております。左から２列目

に30年度の昨年度の実績、その右側に新船就航

後の収支モデルを記載しております。

、 、上から２行目 売上額でございますけれども

これにつきましては、船を大型化することで貨

物収入がふえるということで、２億円程度の増

を見込んでおります。

その下の営業費用につきましては、新船の燃

費が改善する見込みでございますので、燃料費

が１億円程度の減。一方で新船就航によりまし

て、減価償却費が２億円程度ふえると見込んで

おります。

また、中段下のほうの営業外費用の下に支払

利息とありますけれども、こちらは借入金がふ

えますので、３億円程度の増加が見込まれると

ころです。

この結果、下から２行目の経常利益のところ

ですけれども、昨年度の実績5.6億円から４億円

程度減りまして、1.6億円程度の黒字で見込んで

おります。

なお、借入金の返済につきましては、一番下

の資金繰りを示す指標であります償却前営業利

益をごらんいただきますと、就航後に14.4億円

程度が見込まれております。それからピーク時

の元利償還金 いわゆる借入金の返済ですけ―

れども、これを年間約12億円程度で見込んでお

りますので、概算ではありますけれども、こ

の14.4億円と12億円を比べますと、資金繰りの

ほうが上回っているということで、計画的な返

。済は行っていけるものと試算がされております

宮崎カーフェリーの新船建造については、以

上でございます。

続きまして、委員会資料18ページをごらんく

ださい。

宮崎空港の国際定期便の状況についてでござ

います。

まず、ソウル線の利用状況でございますが、

今年４月から８月までの利用者数は２万6,162人

となりまして、前年比で約18％減少、利用率

は56.7％と、前年同期の72.1％から15.4％のマ

イナスとなっております。

この要因といたしましては、韓国経済の後退
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などに加えまして、徴用工問題に端を発する現

在の日韓情勢が大きく影響していると考えられ

ます。

特に８月２日に、いわゆるホワイト国除外と

いう閣議決定がなされましたが、その後から減

、 、少幅が大きくなりまして ８月単体で見ますと

前年から利用者数が44.3ポイント 利用率は26.8、

ポイントの大幅なマイナスとなっております。

こうした中、宮崎―ソウル線を運航するイー

スター航空が、昨日から11月末まで運航休止を

しております。アシアナ航空につきましても予

約が低調な状況になっておりまして、特に韓国

からのお客さんが大幅に減少して、大変厳しい

状況にあると伺っております。

このため、８月20日に総合政策部長がアシア

ナ航空本社を訪問いたしまして、大変厳しい状

況ではありますけれども、何とか運航を継続し

ていただくよう要望したところでございます。

アシアナ航空からは 宮崎―ソウル線は就航18、

年目を迎え、同社にとっても非常に重要な路線

と認識されているということで、双方力を合わ

せて、路線の維持に努めようという言葉をいた

だいたところでございます。

県といたしましては、現在の日韓情勢のもと

では、インバウンドの増加はなかなか難しい状

況にありますことから、アシアナ航空と連携い

たしまして、安価な航空運賃の設定や旅行商品

、 、の造成 県民向けのグループ旅行補助の拡充と

県職員や空港振興協議会の構成員の皆様方に利

用促進の働きかけ等を行いまして、県民利用の

促進に全力で取り組んでいるところでございま

す。

次に、台北線でございます。台北線のことし

４月から８月の利用者数は１万417人となってお

りまして、ことし３月末に週３便から週２便に

減便となった影響から、前年比で19.6％のマイ

ナスとなっておりますが、利用率は76.2％と前

年同期の70.1％から6.1％上昇している状況でご

ざいます。

国際定期便の状況については、以上でござい

ます。

続きまし○渡久山生活・協働・男女参画課長

て、宮崎県消費者教育推進計画の一部見直しに

ついて説明を申し上げます。

20ページをお開きください。

、 、１番 計画策定の経緯でございますけれども

（１）にございますように、消費者教育の推進

に関する法律が平成24年に施行されまして、こ

の中で都道府県は国の方針を踏まえ、計画を定

めるよう努力義務が課されたところでございま

す。これを受けまして （２）にございますよう、

に、平成27年６月に、県としての消費者教育を

進めるための推進計画を定めたところでござい

ます。

２番の計画の概要でございますけれども、本

県の現状を踏まえまして、自立した消費者づく

りを基本目標に掲げまして （１）にございます、

４つの基本方針と、それから（２）にございま

す重点事項２つを基準にいたしまして、さまざ

まな取り組みを体系的に整備させていただいて

おります。

３番のこれまでの消費者教育の取り組みにつ

いて御説明いたします。

（１）から（４）にございますように、県の

消費生活センターだけではなく、ほかの部局や

学校、それにさまざまな機関の連携協力により

まして取り組みを推進いたしております。

この中から３つをピックアップして御説明申

し上げます。

（１）のアでございます。消費生活センター
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が中心になりまして、出前講座を実施しており

ます。これは30年度におきましては、年間で382

回実施しておりまして、若年者向け、高齢者向

けともに同数程度実施しております。基本的に

は、10名以上のグループから要請がありました

場合には、日程をできるだけ調整して出向きま

して、契約の問題ですとか、最近起こっており

ますさまざまなトラブルの実例等を引きながら

説明をいたしております。こういった取り組み

を進めております。

それから （３）のイでございますが 「社会、 、

」 。への扉 を活用した高校での授業でございます

この「社会への扉」という教材は、消費者庁が

消費者教育を高校生に進めるために、全国的な

共通教材として開発したものでございまして 12、

の質問からなる非常にわかりやすい教材になっ

ております。本県では、平成30年度は８校が取

、 、り組んでおりますが 来年度は全ての県立学校

特別支援学校で、この教材を用いた教育をする

ことに予定となっております。

それから （４）のイでございます。県警本部、

のサイバー対策課によるモラル教育でございま

すが、こちらは30年度に年間341回実施をされて

。 、 、 、おります 主な対象は 小中学校 高校の生徒

それから保護者でございます。これもさまざま

な実例に基づいた講話が好評だと伺っておりま

す。

こうした消費者教育の取り組みを今までやっ

てきておりますが、次に、今回の計画一部見直

。しの背景と変更内容について御説明いたします

21ページでございます。

この計画は、社会情勢の変化に応じて随時見

直しをすることとしておりますが、今回の見直

しは、骨格となる計画の体系、あるいは基本方

、 、針 こういったものはそのまま維持をした上で

一部について、具体的な取り組み等を追加する

見直しとさせていただいております。

（ ） 。 、１ でございます 民法改正に伴いまして

令和４年４月から成年年齢が引き下げられます

ことから、若年者への消費者教育の推進を重点

事項に追加するなどの改正を行うこととしてお

ります。

そこにございますページは、資料２で添付し

ております計画の改定案の該当ページを示して

おりますので、また御参照ください。

（２）でございます。ＳＤＧｓを中核とする

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の

採択が平成27年に行われております。

これを受けまして、今回の代表質問でも御提

起いただきました、例えばエシカル消費 こ─

れは倫理的な消費行動に関する啓発でございま

すけれども、こういった新しい項目を今回の計

画に追加いたしまして、推進を図っていく必要

があるということでの改正でございます。

それから（３）中学校、高等学校の学習指導

要領の改訂に伴うものでございます。

29年と30年に指導要領が改正されまして、変

更内容にありますように中学生期に契約ローン

、やクレジットの正しい知識について学ぶことが

高等学校からおりてきたりなどの改正が行われ

ております。こうしたことを受けましての改正

でございます。

（４）デジタルコンテンツに関する相談につ

きましては 全ての年代を通じて非常に多くなっ、

ております。このため、情報リテラシーに対す

、る意識の向上を具体的な取り組みとして追加し

啓発に努めていくこととしたいと考えておりま

す。

５ でございます 高齢者からの相談は 70（ ） 。 、

歳以上の方の相談が４分の１を占めるなど、非
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常に多い状況にあります一方で、御説明を申し

上げましてもなかなか解決に結びつかないケー

スもふえてきております。このため、啓発の一

方で、そこにございますように成年後見制度に

関する普及啓発活動 これは今、社会福祉協─

議会などの協力を得て進めておりますが、こう

いった取り組みと連携を深めながら、推進して

いく必要があるということでの改正でございま

す。

（６）でございますが、これは先般開かれま

した消費生活審議会で、消費者教育を行うに当

たり、連携する主体を具体的に記すべきだとい

う御意見が出ましたので、それを受けた改正で

ございます。

、最後に見直しのスケジュールでございますが

本日の御報告を経まして、10月にはこの見直し

を決定していきたいと考えております。

説明は、以上でございます。

資○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長

料の22ページをお開きください。国文祭・芸文

、祭みやざき2020一年前イベントの開催について

御説明いたします。

初めに申しわけございません。１カ所訂正を

お願いいたします。

資料の真ん中ほどになりますけれども、２の

イベントについての（２）の“こころ”のふれ

あうフェスタ2019（ステージ）の③概要の２つ

目のポツ、マルシェのところでございますけれ

ども、括弧書きの中で、一般企業の出展店舗数

を「４店舗」としておりますが、これは「５店

舗」の誤りでしたので、訂正をお願いいたしま

す。大変申しわけございませんでした。

それでは、１に戻りまして、まず目的であり

ますが、10月が、国文祭・芸文祭開催まで、残

り１年の節目となりますので、そのことを広く

県民に周知するとともに、大会本番に向けての

、 、機運醸成を図りながら 大会への期待感を高め

県民の皆様と一緒になって大会を盛り上げてい

くことを目的に開催をするものであります。

２のイベントについてでありますが、４つの

事業を行うこととしております。

まず１つ目が （１）のいざや、みやざき宵ま、

つりであります。開催日は10月13日の日曜日、

県庁本館前庭及び楠並木通りで屋外イベントを

行うこととしております。

このイベントは二部構成にしておりまして、

、 、第一部では 本県にゆかりのある音楽ユニット

アルケミストによる大会イメージソングの披露

のほか、太鼓、ダンス、合唱など、県民参加型

のパフォーマンスステージを行います。

また、第二部では、県庁前庭をステージとい

たしまして、夜神楽を奉納することとしており

ます。このほか、お茶や生け花、将棋などの体

験ブース、飲食ブースを設置いたしまして、多

くの県民の皆様に気軽に足を運んで楽しんでい

ただけるようなイベントにしたいと考えており

ます。

２つ目が （２）の“こころ”のふれあうフェ、

スタ2019（ステージ）でありまして、こちらは

芸文祭のイベントとなります。開催日は10月14

日、祝日の月曜日でありまして、メディキット

県民文化センターを会場に実施いたします。16

組の個人団体によるステージイベントや障がい

者福祉施設などによる雑貨、軽食の販売、特別

支援学校の紹介や各学校で制作した作品の展示

などを行います。

３つ目は （３）の“こころ”のふれあうフェ、

スタ2019（作品展）であります。

開催日は11月27日 水曜日 から12月１日 日（ ） （

曜日）までで、県立美術館で公募作品の展示を
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行います。

４つ目が ４ の神話のふるさと講演会 ニッ、（ ） 「

ポンを演出する」でありまして、こちらは、記

紀編さん記念事業関連の催しとなります。開催

日は、10月19日の土曜日、メディキット県民文

化センターで実施するもので、演出家の宮本亜

門氏の基調講演のほか、宮本亜門氏と延岡市出

身で奈良県立万葉文化館指導研究員の井上さや

か氏の対談を行います。

なお （１）と（２）のイベントの詳細につき、

ましては、別途チラシをお配りしておりますの

で、また後ほど、ごらんをいただければと思い

ます。

ただいま御説明しましたイベント以外にも、

県内各市町村を巡回しながらの広報活動や県内

で開催される各種イベントへの広報ブースの出

展などによりまして、大会の周知を図っている

。 、ところであります 引き続き大会のＰＲに努め

機運の醸成を図りながら大会の成功に向けた取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

委員会資料○岩切国民スポーツ大会準備課長

の24ページをごらんください。

県プール整備に係るＰＦＩ手法導入の検討に

ついて御説明いたします。

、 。まず １の検討経過等についてでございます

県プールの整備につきましては、昨年度策定

いたしました基本計画におきまして、事業手法

についてはＰＦＩ方式を引き続き検討すること

とし、本年度、県プールＰＰＰ／ＰＦＩ手法導

入可能性調査を委託業務として実施していると

ころであり、その結果を踏まえまして、ＰＦＩ

手法の導入方針について検討を行いました。

検討に当たりましては、①公共施設でありま

すプールの整備・運営において、民間のノウハ

ウを活用することにより、施設の十分な活用や

県負担の軽減を図ることができるか。それから

②のとおり、余剰地について、民間の力を活用

することにより、プールの維持管理等に要する

費用に対して、県負担のさらなる軽減を図るこ

とができるか。この２つを視点といたしており

ます。

調査業務の概要についてでございますが、調

査におきましては、民間事業者へのヒアリング

として、県内外の建設会社、施設管理・運営会

社、金融機関等を対象にヒアリング調査を行い

ました。主な聴取事項は 「県プール整備事業へ、

」 「 」、の関心 や 望ましい事業スキーム・事業期間

「コスト削減、創意工夫の可能性」などでござ

います。

その結果、プール整備につきましては、複数

の事業者が本事業への関心を示し、また本事業

にＰＦＩ手法を導入することにより、設計、建

設、維持管理、運営の各分野の創意工夫を結集

した提案が可能になる旨の意見を確認したとこ

ろであります。

また、余剰地の活用につきましても、民間の

力を活用することで、プールの維持管理等に要

する県の負担軽減が相当程度見込めることが確

認できました。

また、ＰＦＩ手法でのプール整備と余剰地で

の附帯施設の整備に関しましては、それぞれノ

ウハウが異なることから、手続等の進め方等に

つきましては、工夫が必要であるという意見が

ございました。

次に プールに関するＶＦＭ バリュー・フォ、 （

ー・マネー）についてでございますが、ＰＦＩ

手法を導入することで、プールだけの部分につ

いてでも３％以上、金額にいたしまして５億円

以上の削減が見込まれる結果となっております
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が、今後民間事業者との具体的な対話手続に進

─んでいく場合には、ＶＦＭのさらなる向上

県負担の軽減を図ることとなります。

後ろの26ページには、可能性調査内容の概要

版として、ただいま御説明した事項等について

整理したものを添付しております。

24ページにお戻りください。

３の検討結果についてであります。

可能性調査の結果を踏まえて検討を行いまし

た結果、市場性が確認できたことや、県負担の

軽減が見込まれることから、これから県プール

整備と余剰地活用について、民間の力を活用す

るための官民対話の手続に進むこととしたいと

考えております。

なお、余剰地の活用につきましては、その望

ましい整備の方向性の整理を今後行うこととし

てまいります。

25ページをごらんください。

４のプール建設敷地の現段階でのイメージと

いたしましては、ヒアリング結果等も踏まえ、

プールを敷地の北側に配置することを想定いた

しております。

次に、５のスケジュールでございますが、Ｐ

ＦＩ法に基づく事業者選定までの手続につきま

しては、お示ししておりますとおりとなってお

ります。

、 、 、 、今後 実施方針等の作成 公表をし 来年度

民間事業者との対話を行い、特定事業としての

選定後に入札公告を行いまして、落札者決定、

。本契約へと進めてまいりたいと考えております

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。その他報告事項について質疑はございませ

んでしょうか。

今の説明でちょっと追加で教えて○坂口委員

ほしいんですが、16、17ページのフェリー関係

ですね。まず、新しい船を運航するとなると、

今の船は多分使わなくなるんですよ。これの処

分はどう考えられるのか。

通常だと、二十二、三年の船で多分一番多い

のは海外へ売却して、海外でそれをまた 海―

外では新しい性能ぐらいのレベルで運航できま

すから、かなり有利に売れるかなと。国内でも

安全な内海航路みたいなところなら、まだまだ

十分、これから10年やそこらは使えるというこ

とで、その売却代金が雑収入の中に含まれてい

るかどうか。そして、どれぐらいを見込まれて

いるかというのが、一つ補足で説明がほしいの

、 、 、と そういった場合で まだまだやりようでは

特に船体なんてしっかりしていますから。問題

は、機関換装と言うんですけれど、エンジンを

取りかえるとかして、延命を図れば、かなりい

けると思うけれど、老朽化も理由。確かに老朽

化については20年たてば新しくして……。それ

プラス、どうしても変えざるを得ない一番の理

由は、今後の経営とか宮崎に対する貢献とかを

見たときに、小さ過ぎると。だから20メーター

ぐらい伸ばしたいんだという、これはもうどう

しようもない、新しかろうと手狭になれば変え

ざるを得ないところかなと。収支も償却後で6.2

億ぐらい、新船になって償却が大きくなっても

５億ぐらい出るというんだから、会社の経営だ

けを考えると運航上も問題はないと思うんです

ね。

そこのところで、もう一回確認して理解した

いんですけれども、老朽化という原因だけで、

まだ使えると思える船を変えるのは、やっぱり

僕は手狭さかなと思うんですね。どうしても大

きいものが必要と。具体的にはどういった理由

で大型化していく必要があるのかをまず一つお
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尋ねします。

まず現船をどうするかと○大東総合交通課長

いう話ですけれども、これにつきましては、委

員おっしゃるとおり、会社のほうで売却をまず

は考えていると伺っております。

今の船歴が、おおむね22年から23年でござい

ますので、これは早ければ、それだけ旅客船と

しての価値がまだあるということで比較的高く

売れるということもあります。これがおくれて

いきますと、鉄材として売却ということが出て

きます。いずれにせよ、売却という予定になっ

ているんですけれども、これにつきましては、

今後新船が就航次第、売却ということになりま

すけれども、これは今の収支計画とはまた別で

計上している。今の船を購入する際に費用もか

かっておりますので、その残債の支援に充てる

とか、そういった形で考えていらっしゃると思

います。

あと大型化の理由についてでございますけれ

ども、今までもいろいろと御説明はさせていた

だいている部分でありますが、やはりどうして

も冬場、春先のトラックが載り切っていない。

本県産の野菜を出荷する際に載り切れないト

ラックが多数生じていることから、物流業界か

らも大型化を求める声が非常に強いという状況

もありまして、今回は台数がどのぐらいあふれ

ているか、そういったデータから、おおむね30

台程度のトラックをふやして載せれるような形

ということで、大型化といったような新船のプ

ランが立てられているところでございます。

確かにそうだと思うんですね。特○坂口委員

、にハウスものなんかの宮崎の稼ぎ時の野菜類は

。フェリーへの依存が物すごく高いと思うんです

ましてや、今後のトラックのドライバー不足な

んかを考えると、なおさら大きいものが必要と

いうのは十分に理解できるんですけれども、知

りたいことの一つは、資金が多分足りないよう

な計算になっていましたから、それをどうやっ

て確保するかですが、そういった考えに基づけ

、 。ば どこのどんな荷物がどう運ばれているのか

特にトラックに限って、そのために20メーター

延ばすと言われてますから、カーフェリーへの

依存度と言ったらいいんでしょうかね どういっ、

た荷物がどこからどう動いているのかというの

は、どんなぐあいになっていますかね。どこの

荷物が市場に運ばれているかでもいいです。

カーフェリーのトラック○大東総合交通課長

の中身といいますか、荷物の中身がどういうも

のが載っているかということは、フェリー会社

も、なかなかつかみきれないところがあるんで

すけれども、フェリー会社によりますと、基本

的に宮崎カーフェリーが運んでいる荷物の大体

７割程度が、農畜産物とされております。

この農畜産物について、どこの荷物が運ばれ

ているのかにつきましては、こういった農作物

の場合は、トラックがいろいろ集荷して回った

上でフェリーに乗ることになりますので、そう

いったことを統計的に示すのはなかなか難しい

んですけれども、フェリーの荷物のうち70％が

農畜産物で、おおむね県産の農畜産物の重量ベ

ースで大体４分の１に当たる量が、フェリーに

。よって運ばれているというデータがございます

僕らのところも秋口になると結構○坂口委員

陸路で走るんです。運送会社の守備範囲以内を

ずっと回りながら、市場なり生産者を回ってト

ラックに満載するというんだから、わからない

と思うんですけれど、野菜に限っては、金額ベ

ースで３割ぐらいは宮崎市から運ばれるものだ

と聞いているんですね。だから３分の１の依存

、度を宮崎市が持っていることかなということで
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そこに直結したメリットを、宮崎市がかなり受

けているということは、一つ確認させていただ

けるかなということですね。

どの地域の荷物がという○大東総合交通課長

データは、なかなか難しいんですが、周辺デー

タからいろんな傾向は確認できると思います。

委員おっしゃったとおり、本県の野菜生産高の

うちのおおむね３分の１が、宮崎市周辺で生産

をされているということもございます。

あと、量でいきますと、先ほど申し上げまし

たとおり、４分の１程度が野菜であるといった

こともございます。

またＪＡさんに聞き取りをしたところ、大体

宮崎市の生産された野菜の大半が、大阪以東に

、出荷をされているということもございますので

このあたりの周辺的なデータを見ますと、宮崎

市からの野菜なりの相当量がカーフェリーに

よって出荷をされているという、定性的なこと

は申し上げられるのではないかと思います。

大体そういう実態だと思うんです○坂口委員

ね。これは車両ではつかめないにしても、市場

なり、市あるいは経済連なりですると、かなり

数字が固まってくると思うけれど、重量で大体

４分の１。金額ではもっと割合が高かったと思

うんですね。だから今のような説明でいいかな

と思う。

それと、人も運んでいるんですけれども、人

も宮崎市が多いと思うんですよ。僕らのところ

から北になると、どうせ宮崎に行ってフェリー

ならということで 飛行機で行ったり電車で行っ、

たりが、結構多いものですから。人の動きに対

しての調査は難しいかもわからない。県内・県

外を含めての仕分けが難しいから。でも常識的

に宮崎市は、荷物以上に人も。飛行機でも何で

も自分が選択できる移動方法ですから。荷物は

トラック会社が選択するので、生産者は選択で

きないけれど、人の場合は、それ以上に、宮崎

市のフェリーに対しての依存度は高いんじゃな

いかなと思って。これはつかみようがないだろ

うから説明が難しければいいですけれど。

それと、今一生懸命人口減少対策でやってい

る雇用の場の確保ですよね。これはほとんどが

宮崎市在住の人じゃないかなと思って。地域性

から見ると、宮崎市にとっては、特に全県以上

に、どうしても必要な新船建造だという気がす

るんですね。

そこで、不足している資金を誰がどうやるか

ということだけれど、市議会では、宮崎市もそ

れなりの協力はしたいということを答弁されて

いるということで、一つ、何とか不足額をそこ

から賄えないかなと。そのためには依存度に応

じた負担の割合が要るだろうなと。

知事は、オール宮崎でと言ったけれど、オー

、 、ル宮崎と言ったって 地域名は出せないけれど

県境あたりの人たちは、なくても俺は困らんよ

とかあるから、やっぱり受益者の応分の負担を

基本にしないと交渉は難しいし、またみんなが

納得できなくなると思うんですね。

、 。だから そこが一つ知りたくて聞いたんです

そこで具体的にですけれど、さっき言ったよう

に、この金額はさっき示された 不足額が60─

億程度だったですね。ここの部分に関して聞き

たいんですが、フェリー会社から県には依頼が

来ていると。フェリー会社から市にはどんなな

んですか。助けてくれよというふうなことは、

会社が相談に行っているんですかね。

宮崎市に対する宮崎カー○大東総合交通課長

フェリーからの支援の打診についてでございま

すけれども、事務レベルといいますか、担当者

レベルの中で、そういった支援の相談といった
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ものがなされているとは伺っております。

その結果なんですけれど、宮崎市○坂口委員

が具体的に決めたというのは、まだ何も。報道

、 、から見ると 必要があればというようなことで

フェリー会社も県も頼んでいないんじゃないか

という気がするんですね。

それで、こういったのは、義務的、あるいは

合理的なことでぴしゃっとできるものじゃない

から、やっぱり政治判断が必要だと思うんです

ね。会社から事務レベルで支援の相談をされて

いるだろうとは思うけれど、ここで決定という

のは難しいと思うんです やっぱりトップとトッ。

プです。

ヨーロッパに行って物を売るだけがトップセ

ールスではなくて。売るというのは企業の考え

、 、 、方でのセールスで 行政というのは 買うのも

あるいは物事をまとめるのもセールス、サービ

ス提供の一つだと思うんです。

それでトップセールスをやっているのかどう

か。言わば、知事が市長と会ったりして、この

ことに対してそれなりの汗を流しているのかど

うか。流しているのであれば、どういうことを

市に頼もうとしているのか。そこらはどんなに

なっていますか。

今現在、会社におきまし○大東総合交通課長

ては、金融機関からの融資の規模を固めている

ところでございます。あとその60億円の不足部

分について、どの程度が最終的な不足分として

。残るのかを精査されているところだと思います

当然私どもに対しても、宮崎市に対しても、ど

ういった支援をお願いできるかといったような

事務レベルの相談は双方行われているところで

ございますが、この先、不足額の全体像が見え

、 、て このぐらいの支援なり 具体的に言えば―

融資とかいった支援のお願いが正式に来ること

になると思いますので、そういったステップを

踏んだ上で、トップの判断といいますか、相談

というか、そういったことがなされていくので

はないかと考えております。

この類いの事業で、総額180億、船○坂口委員

だけに限れば高い方で160億。そのときに国庫補

助というのは、通常だとどれぐらい考えられる

んですかね。これは国が決めることでわからな

いでしょうけれど、県としては、これぐらいは

もらえるんじゃないかという県の考え方の範囲

でいいです。

今回の新船の建造に当た○大東総合交通課長

りまして、宮崎カーフェリーにおきましては、

２種類の国庫補助制度を今申請していると伺っ

ております。これは複数年度にわたって申請さ

れますので、具体的な金額は当然まだわからな

いんですけれども、一応申請の規模としまして

は、２つの補助金を合わせて約10億円程度の申

請を予定されていると聞いております。

そうなると、それが満額で認めら○坂口委員

れて、不足がまだ50億ということになりますよ

ね。そこで先ほどの県と市が、やっぱり必要な

らばこれはやらざるを得ないと、支援がなけれ

ばできないとなれば、県は貸し付けだというの

で、市に補助金を出せというのはなかなか難し

いでしょうから、手段としては、おまえのとこ

ろも貸してやれよという話に限られるかなと思

うんですね。

そのときにですけれど、先ほど言いましたよ

うに、依存度が３分の１ぐらいということで、

かなり宮崎市が依存しているんですよ。特に冬

場、春場に、あなたのところが出そうとするト

ラックで載れないのが出てきて、トラック会社

も困っているじゃないですかって、運転手もい

ないと悩んでいるじゃないですかって、それを
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戸敷さん、解決しましょうという話が一つある

と思うんですね。そうなったときに、我々も県

のお金を貸し付けましょう。あとは何対何にし

、 。ましょうといったときに 何が一つあるかなと

そしてメリットがもう一つあると思います。

今の資産価値が何ぼかわからないので、幾ら固

定資産税が宮崎市に入っているかわからないけ

れど 今回180億で 環境部分 ＳＤＧｓ対策が20、 、 、

億としても160億の固定資産ですよ。これは資産

税でかいと思うんです。船をつくることによっ

て これから先 宮崎市に固定資産税が何ぼ入っ、 、

てきますか。

新船２隻の取得価格をこ○大東総合交通課長

の160億円……。

150でもいいです。○坂口委員

はい。こういった規模の○大東総合交通課長

船になりますと、法定耐用年数が約15年となっ

ております。この15年を償却しますと、想定で

おおむね３億円ちょっとぐらいの固定資産税と

なると考えられます。

その15年間の間に、船は新たな課○坂口委員

税対象の投資をずっとしていくんですよね、生

き物だから。そんなのを考えると、20年間ぐら

いは固定資産税が入っていくんです。それ

を5,000万としても３億数千万は市に入ってく

る。これまで市は22年間も既にもらってきてい

るわけでしょう。仮につくったとき50億の船だ

、 。 、としても ２つで100億 そうなれば少なくとも

２億を上回るぐらいは、これまでに固定資産税

として歳入しているはずです。合わせると５

億5,000万ぐらいですよね。

この５億5,000万の金利を全て負担してあげよ

うとしたって、年利率２％としたときに、５

億5,000万あれば均等払いで20年で借りたときに

は、これ20億を借りて２％で４億ぐらいになる

んですか。それを半分に割れば２億ぐらいです

よね。まだ半分残ります。

さっき言ったように、10億の補助金がもらえ

たって、60億から不足分が50億でしょう。折半

しても25億、25億を足せばこれはもうできる話

。 、 、です 県全体の分が７割あるからって 県が７

市が３にしても、市は15億は出しても、20年の

起債を２％払えば３億。３億が平均していくと

１億5,000万ぐらい。月々で1,500万ぐらいです

よ。だから１億5,000万を払って３億5,000万が

また入ってくるという感じです。計算だけで金

利負担をやればですよ。利子負担。

だから、そういう話は僕はトップ同士でやっ

ていかなきゃいかんと思うんですね。でなけれ

ばこれはできないと。県も県民全体の分の応分

の負担をするとすれば、依存度に応じた分は

ちょっと難しいよということ。それはフェリー

会社にも理解をさせて、そして宮崎市にも理解

をさせて、これをやっていかないと。やっぱり

我々が負担をするということは、受益に応じた

割合負担というのが基本ですよ。じゃないと、

まとまらなくなる危険性をそこには含むと思う

んですね。

だから、こういったことを基本に、今後は政

治判断を求めるためにも、これは知事が動くべ

きだと思うんですけれど、このことについて知

事はどれぐらい承知していて、今、どんな汗を

流しているんですかね。課長じゃ難しいかな。

部長じゃないと。

知事には、今までの会社○大東総合交通課長

における検討状況でありますとか、現在の県か

、 、らの支援の検討状況とか そういったところは

御説明をしております。

先ほど申し上げましたような、具体的な融資

の内容をこれから検討していくに当たっては、
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もちろんそういった役割分担といいますか、そ

、ういったことの考え方もしっかり整理した上で

。知事の判断を仰いでいくことになると思います

そうですよ。内政干渉になっても○坂口委員

いかんけれど、今自治体が一番心配するのが、

やっぱり財政健全化ですよね。さまざまな指標

の悪化ですよ。ところが、今はありがたいこと

に、ふるさと納税というのがあって、大方の田

舎の自治体はそれを蓄えています。そこで操作

していけば、そういった分析指標の中にも出て

こない。

さっき言ったように、新船ができれば自分の

、 。ところは 税収だけでもっともうかりますよと

その半分か３分の１を出せば、これはまたもう

かるんですよということをまず宮崎市に理解を

。 、いただくということですね この船ができれば

もうかることになるのかということをわかって

いただく。それが一つです。

それと、これは迷惑な話だと思われるかもし

れないけれど、総合政策的なところから一つ言

うと、今議会で物すごく悩んでいるのが、一ツ

葉有料道路の料金をどうするかという問題があ

りますよね。うちはこのために、今後また何度

か党議を開いて意見の集約をしていかないとい

けないぐらい多様な考え方で、かなり厳しいと

ころにいますよ。右に行くか、左に行くか。

有料道路については、僕もずっと今まであれ

を使ってきているんですけれど、１回、無料に

するって言って、やっぱりだめだったのがあり

ます。間違いなく無料にします。いきなりだめ

だったって、またやりますということです。２

度もお金は要りませんと言ったってことはペイ

できているんですよ。有料道路だから受益者負

担の原則で受益者が払ってきて、チャラになり

ましたと。もうちょっとまた払ってくれよと言

うから、もう一回払いましょうと。ペイできま

した。チャラにしました。

これは聞くところによれば、またそんなこと

があれば、それはやるべきじゃないと思うんで

すけれど、宮崎市の住吉バイパスを何とかして

と。そのためにもここは有料でやっておいて、

耐震化とかは自前でやろうと。

そしたら、僕らは利用者だけれど、住吉バイ

パスはあってもなくてもそう関係ない。むしろ

我が家の前の10号の歩道のないようなところ、

高校生が自転車で通っているんです。交通量が

少なくて渋滞に重なるから、そこはおくれてい

るんだとか言うけれど。ということは、車が飛

ばして通るということで、むしろ危険なところ

なんですよ、自転車で行っているところは。渋

滞すれば、重大事故の可能性は低いかもわから

ない。我々が負担して10号に突っ込むんなら、

うちの前に突っ込めよって僕らは言いたくなる

んですよ。

だから、県はここも間違えている。受益者負

担の原則に立てば誰が得するかです。負担した

分をどう得させるかです。メリットを。そこを

やらないと、17号議案は難しいですよ。どうと

ばっちりがかかるかもわからない。債務負担行

為は、これは一本で上がっていますから。ここ

らも真剣に考えて、やっぱり知事はまず頭を下

げるべきです。そして理解を求めて、本当にあ

るべきところに立って判断をして、あるべき方

向で物事を頼んでいくべき。余りにも情けない

ですよ。

このほかにも、商工建設常任委員会は総合運

動公園の盛り土でも問題になっている。目をつ

。 、けたところは保安林ですよ 保安林というのは

我々が物をあそこにつくろうとしたら環境森林

部は許可を出せますか。手続はどれぐらいかか
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。 、 、 、りますか それを いや 売ってくれないって

我が家を使おうなんて。一番肝心なのは、その

。ことで県民負担は10億円余計にかかるんですよ

これをいとも簡単に場所を変えると。知事は交

渉にも行っていない。こんなことじゃだめです

よ。

ちょっと話が広がり過ぎたけれど、先ほどの

話に戻すと、160億の投資をやろうという。それ

に県も、ぎりぎりいっぱいの支援をしようと。

それでも足りないと。足りなきゃどうしようも

ない。これはできんかもわからんぞと。今の船

は結構動くぞと。今の船でも会社は５億円の利

益を出した。６億5,000万を出したよ。これでも

いいじゃないかという判断もありますよという

こと 支出させる させないというのは 我々39。 、 、

名の議員で判断することですよ。メリットが余

りないところの人が多いですよ。やっぱり知事

はそこを理解して、真摯に頼まなきゃだめです

よ。どうするんだというところ、また、つくる

かつくらないかというところまで迫らなきゃだ

めですよ。この問題は。

だから ぜひ部長 委員会でこういうのがあっ、 、

たということを知事にしっかり理解させて、彼

は汗をかくべきと思うんです。

今、坂口委員から御意見○渡邊総合政策部長

をいただいたところでございます。担当課長か

らの話もありましたとおり、受益に応じた負担

というのは、まさにそのとおりだと思っていま

す。運搬に限っても、３分の１は宮崎市産の野

菜であろうということとか、固定資産税も３億

程度、宮崎市に入るであろう。そして従業員の

方々も宮崎市に住んでいる方が相当いらっしゃ

るということであれば、そこから住民税、ある

いはそこに暮らす上での消費ということも生ま

れるであろう。それと乗客としても宮崎市の方

が多いんじゃないかという話もございました。

そういったことをトータル的に考えると、やは

りどこが受益が多いのかと考えれば、宮崎市で

はないのかなと、一般的に推察できると思いま

す。

そういったことで、市のほうも、９月の議会

で戸敷市長が、要請があれば支援の内容も踏ま

、 。えて 必要に応じて何らかの支援策を検討する

そういったふうな答弁もしていらっしゃいます

ので、そういったことを踏まえて、県と市で

委員からトップ同士の話でもということが―

ございましたので、そのあたりのところを知事

にもお伝えして対応を考えてまいりたいと思い

ます。

くどくなりますけれど、そしてま○坂口委員

、 、た そんなことはあり得はしないだろうけれど

仮に日向市が60億を全部貸し付けようと。うち

に本社移転をしてください。そしたら日向市と

神戸にしか固定資産税は入らなくなるんですよ

ね。従業員の人たちは向こうに異動して、向こ

うに住居を変えてしまうんですよね。それはあ

り得ないですけれどですね。

でも、そういうことなんですよって。あなた

のところに本社があるから、固定資産税の半分

はあなたはもらえるのよ。神戸と分かち合える

のよっていうこと。それでもだめなら神戸に頼

む方法というけれど、それは宮崎の恥ですよ。

やっぱり宮崎県内で完結しないと。だから、そ

。 、れはぜひ 僕の強い願いと言ってもいいけれど

絶対にその方針に沿って最大の努力をして。本

当は戸敷さんにこの会期中にその決定までして

いただきたいんだけれど、そしてすぐに契約に

入って、１日も早くいい船をつくっていく。よ

くんば、やっぱり11月あたりかな。そこでちゃ

んと２人の首長が会見をして、しっかりと今後
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のスケジュールも含めた やろうと思えばや―

れることですから、お金だけですから、ぜひお

願いしておきます。

関連で何かありますか。○日髙委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのほかに関して。○日髙委員長

新しい「ゆたかさ」評価の関係で○髙橋委員

すけれど、別冊の資料で25ページ、26ページに

かけてちょっとお伺いしたい。

これは内部評価も外部評価もＡということで

すが、私は中山間地に住んでいる者として、あ

んまりこう実感が湧かない、ぴんとこないわけ

ですよね。例えばこの中核的企業の育成で、認

定数とかが目標を上回ったと。私はそこから先

を問わないと、結局そこを中核的企業に何で選

んだのか、いわゆる何か調達をしてもらうこと

で、その下にある中小企業ももうかっていくん

だよという、何かそういう仕組みがあったんで

すよね。そこまで見据えた評価をしているのか

ですよね。

中山間地の産業振興もＡだけど、それは日南

では余り感じられないなと思いながら説明を聞

いていたんですよ。実態に合っているかなとい

うのが、ちょっとここはぴんとこないものだか

ら、もう少し何か理解できる、こういった評価

でＡなんだよということを、いま一度説明をい

ただくとありがたい。

まず、今委員御指摘の中○小倉総合政策課長

山間地域の産業振興のところは、恐らく27ペー

ジの地域経済の循環促進の重点項目の一番下に

あります中山間地域産業振興センターの支援の

結果のマッチングですとか、新規件数が３で、

件数がふえたことによるということで、言って

しまえばここの評価が、ここの部分の唯一のと

ころになっています。

そういったアウトカムも含めて、全体のプロ

グラムとして評価をしているものでございます

ので、確かにおっしゃるとおり、例えば個別の

実感がなかなか湧かない部分も というより―

は、県全体のアウトカムとして、県際収支の問

題もそうですけれども、生産額が上がっている

とかというところがございます。

ですので、もちろん個別の取り組みについて

は、いろいろと御要望なり御意見をいただけれ

ばなと思いますけれども、プログラムの評価と

しては、そういったことでＡと出させていただ

いております。それぞれのいろいろな中山間に

関する施策という意味では、また取り組みを今

後評価していく形をとってまいりますので、そ

の中で、いろいろといただいた御意見を踏まえ

ながら対応をしていくところかなと考えており

ます。

県全体で指標を見たときに、そう○髙橋委員

、いう判断をされたというのは理解するけれども

これには、やっぱり 「ただし」というのがつく、

と思うんですよね。言わば地域間格差はあるん

だよということ。それと事業間格差もあるんだ

よということ。そういったところを説明してお

かないと、県民は何か実感が湧かないよな、と

いうことになると思うんです。そういったとこ

ろを注意して、説明をつけ加えていただくとい

いかなと思います。

新しいアクションプラン○小倉総合政策課長

でもできるだけわかりやすい言葉で、いろんな

概要版をつくりまして、今後の県の施策の取り

、組みについてもできるだけわかりやすいように

やってまいりたいと思いますので、おっしゃっ

た御指摘も踏まえて、今後政策の評価も指標の

あり方も必要に応じて見直していくこともあり

得ますので、そういったところも御指摘いただ
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きながら、また、実感が湧く取り組みに関して

もできるだけ対応できるようにしていきたいと

思います。

統計条例の改正で。14ページ、15○髙橋委員

ページの新設する条例です。例えば、かたり調

査とあるじゃないですか。これは条例にうたわ

なくても、やっちゃいかんことですよね。それ

で、条例に明記することで効果が出るような仕

掛けを何かされるんですか。かたり調査を防止

する。

かたり調査につきまして○長倉統計調査課長

は、本県の条例では、今まで入っていなかった

ので、今回入れたいと思っています。

国の統計法では、もう10年前の改正だったで

すか、そのときから入っていまして、他県の条

例でも入っているところが多いと。これまで本

県内であったかどうかというと、私が知ってい

る限りでは恐らくなかったんですが。全国的に

見ると、やはり国勢調査があった年に、何かこ

ういうのがあって、個人情報を聞き出そうとし

たとかいうふうなこともありましたので、こう

いったのも絶対だめだよと。かたり調査につい

ては厳しい罰則もありますから、そういうこと

で抑止力になるとは考えています。今回の条例

に入れることで、これまでなかったからいいと

いうことではなくて、こういうものもあります

よということで、抑止効果にはなるのかなと。

午前中にも話が出ていましたけれども、特に

昨今、いろんな名を借りた詐欺ですとか、高齢

者をだますとか、そういったものもありますの

で、こういったことを入れることで、一つ、統

計調査というものに対する安心をいただけるの

ではないかなと思います。

それと、庁内での二次利用と外部○髙橋委員

提供ですよね。これはやるべきことですよね。

いわゆる条例にうたわなくてもやっていた分は

あるわけでしょう。その二次利用でも外部提供

にしても。

、○長倉統計調査課長 統計調査情報の二次利用

、 、それから外部提供というのは 統計法レベルで

基本的には禁止されている目的外使用になると

いうことで、世間一般の感覚では若干ぴんとこ

ない感じはあるんですが、例えば、役所の中で

非常に厳しい取り扱いが課されている個人情報

ですとか、電子データとか、それこそマイナン

バーなんかもありますけれども、そういった類

いのものとしてというのが、統計調査において

調査票情報を書いていただく。

先ほどの説明の中で、売上高とか試算とかそ

ういう話もしましたけれども、例えば、個人レ

ベルの家計調査的なものであっても、例えば貯

蓄額ですとか、負債額ですとか、非常に個人的

、 、な情報が入っているものですから 結果として

統計という最終的なアウトプットになってしま

うと、宮崎県全体として、もしくは市町村レベ

ルでの情報にまとめられてしまうので、集計さ

れた情報になってしまうんですが、今回こちら

で言っている二次利用とか外部提供とは、最初

の入り口の調査票情報、名前が入って貯蓄額が

入っているとか、そういった生の情報のことを

指していまして、そういったものについては、

基本的に統計法で禁じていると。ただし、統計

法の中でも法律に特別に定めがある場合、もし

くは、その条例で記載した場合には利用ができ

る。ただし、その利用をするに当たっては、提

供を受ける側が絶対に外に出さないとかいうこ

と。それからきちんと管理するといったような

担保を前提に、利用が許されるというふうな内

容のものでございます。

それは守秘義務でくくれるから、○髙橋委員
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今おっしゃったことはクリアできると思うんだ

けれど、今まで二次利用をしたことはあるんで

す。いわゆる生の具体的な調査票を出すことは

しなかったにしても、総括表を活用するとか、

そういうことをやった統計もあるんじゃないん

ですか。ないんですか。

例えば、庁内でこういっ○長倉統計調査課長

た情報がないかとかということで、例えば結果

に近い部分や、ある程度まとまったものを情報

提供するとかはあったかもわかりませんが、入

り口の部分の情報は、恐らくないのではないか

なというふうには思います。ずっと以前のこと

まで承知はしていないんですけれども。

私の思い込みで言ったかもしれま○髙橋委員

、 、せんけれど 今度条例改正をすることによって

さっき課長がおっしゃった生の情報までやりと

りができるんだよという条例改正ですね。そう

いう理解をしていいんですね。わかりました。

プール整備の考え方で、なかなか○坂口委員

この説明資料を見てみてもわかりづらいんです

が、まず、余剰地活用のところで、ＰＦＩ手法

でのプール整備と余剰地の活用では異なるノウ

ハウを求められるため、手続の進め方等につい

ては工夫が必要って、これはなかなか理解が難

しいんですけれど。プールと余剰地の活用の仕

方は別々に考えたほうがいいですよと、全然性

格が違うからという意味になるんですかね、こ

れ。

プールにつ○岩切国民スポーツ大会準備課長

いては、プールというつくるものがはっきりし

ておる状態であります。余剰地の部分について

は、何をつくるかが今の段階で全くない状況で

、 、ございますので つくるものについて考えると

その建設、それから運営のノウハウ等々につい

て、違っているものが相当出てくる可能性が高

いということだと思っております。

もともとＰＦＩにかけられて、そ○坂口委員

してＶＦＭもかなりなものがあります。だから

これについてはＰＦＩを導入しますということ

ですよね。

そして もともとこのプールをつくろうといっ、

たのは、国民スポーツ大会で50メータープール

が必要なんだと。それをどこにつくらせるかか

ら始まった話なんです。最初は延岡にというこ

とだったけれど、諸般の事情だったんでしょう

か、体育館と入れかわってしまった。なかなか

経費ばっかり食うものを。それで、関係団体と

か関係者あたりから要望が上がり出したら、25

メーターも必要なんだ、温水も屋根も必要なん

だということになって。僕らは、当初は50メー

ターのプールを国民体育大会用につくればいい

ということで、場所もど真ん中じゃなくてもい

いと思っていて、いたし方ないけれど、経費を

どうやるんだって、この物入りでこれからすご

いのにと言ったら、それは知恵を出そうよと。

民間にＰＦＩでやらせて、ソフトとか経営と

かが出てくると、年間維持管理費が何億か要る

よと。それはその中からペイしてもらって、県

にこれ以上コストをかけまいと。負担はさせま

い。そんな方法をまず集めましょうということ

だったんですよね。そこで、プールといったら

絶対に金が余るから県に納入しますなんてアイ

デアは出てこないですよ。そしたら指定管理方

式じゃないですか、それは。赤字部分を県が出

。しますからあなたのところが管理してくれって

これはＰＦＩとは違うですよ。

プールを２つつくって屋根をつけましょう、

温水をつけましょうという約束も、当初、これ

は違うんですよ。それだったら野ざらしの50メ

ータープール、一つですよ。国体に向けた。平
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和リースなんかは、でっかいテントを持ってい

ますよ。雨が降ったときは。屋根も要らないで

す。基本に戻らないと。

そして、こんなことで公募するから、26ペー

ジの２、たった７社かな、しか来ていないし、

肝心なのは、あの一等地をどう活用して利益を

生ませるんだということ。そして、公的なもの

がちゃんと背景にありますよ。その範囲内でば

くち場とかはだめですよと。それで利益を出し

て、プールの経費はちゃんと我が社が見て、場

合によっては、所有権は県に戻して、県に使用

料を払います。あるいは我々が所有権を持った

まま、リスク管理も我々がやっていきます。県

の望みをかなえますというところを全国から集

めて、チャンピオンを決めるのが、ＰＦＩの中

のいろんな作業過程なんですよ。このページに

ある、これからのスケジュール。

これで言ったら、プールは要りません、何ぼ

くれればやりますというアイデアしか上がって

こないです。それは飛びつきますよ。あの一等

地。これは、こんなやり方をしていたら失敗し

。 。ますよ それと議会との約束と全く違いますよ

国民スポーツ大会は50メータープールがあれば

いいんですから、ここはやっぱりスポーツラン

ドとしての一つの機能を持たせようと、その辺

がスポーツドクターとかリハビリ、あるいはい

ろんなお医者さんグループとかいろんな人が個

々に入って、複合的な価値を最高に高めようと

いうことなんです。

それを、今度は波及的に地価が上がる、そこ

に行きたがる、さまざまな人たちが来るという

ことで、大きな起爆剤として期待をしたから、

こんな大きい絵を描いてもいいんじゃないかと

いうことを、我々は理解してきたけれど、別々

にかけたらそれは人が集まらないですよ。工事

屋さんと管理屋さんが来るぐらいで。世界的に

いろんなノウハウを持って、あそこを俺に使わ

せてくれと、こういうことをやらせれば利益を

必ず上げるというような人は、プールには参画

してこないです。だからプールが足手まといに

なれば、次の人たちは新たな企業体をつくって

そこを運営していくわけでしょう。プールの赤

字をおまえが補塡してやれと言ったら、たちど

ころに株主への背信行為です。

よそさまの赤字を補塡することはできないで

すよ。あくまでもこれは一体でやるか、それが

難しくて、こんなおせらしいこと おせらし─

いってわからんかもしれんけれど、その公募者

が言うと、それは遠慮してもらうか、さっさと

考え方を変えて、50メータープールだけをつく

ることです。そして地代の安いところ、便利の

いいところ、インター近辺かどこかで国民スポ

ーツ大会をやることです。物すごい財政需要が

これから始まるんですよ。

だから、でき得れば、言いますように、本当

に今のこの構想をものにするんなら、実際実施

、 、しようとするんなら やっぱりＢОＴを含めて

もうリスク管理から何から全て負ってください

と。さっきの国際音楽祭と一緒です。修理代を

うちに何億も出させないで、それも見込んであ

んたら受けてくれと。そして、この施設が機能

を果たして、時期が来たなら県に返してくださ

いという方法ですね。そんなんですよ。

それからもう一つには、ＲＯ方式というのも

研究してもいいかもしれない。古いのを修理し

てください。あなた方に使わせます。金がもう

かるようにやってください。そのときは指定管

理者じゃないけれども 本当に合理的なものだっ、

たら、ある程度の県費の出費もしようがないで

すよ。でも、利益が出るところとか、チャラで
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やってくれるところだったらそこに任せます。

そこまで県の財政は厳しいところに来ていると

思うんですよ。

だから、酸っぱく言いますけれど、道路問題

だ、雇用問題になるといかんから、今言ってお

くけれど、もしこれをプールだけでやるんだっ

たら、そんなリスクを負わずに50メーターのプ

ールを安い地代のところにつくるべきです。ど

。こからでも来れるようにすべきと思うんですよ

だから、そこらが見えないし、これは業者の

思惑が入っている報告みたいな気がして。プー

ルはどこかにやらせておこうと、すると、下手

、 、すればこれはやり手がいなければ 県は年間二

三億出すぞと。我々はおいしいところをもらお

うと。ひょっとしたら、周辺の地代は、宮崎の

超一等地になりますよ。そこらを見据えてやら

ないと、僕はこれは暗礁に乗り上げるか、とん

でもないことになると思うんですよ。素人が超

プロを相手の、これは何というんですか、この

説明会というのか、プロポーザルのあれになっ

ているのか。だからやっぱり部長、これはもう

一回 最初の流れ 議会との約束はそこからだっ、 。

たんですよ。

26ページにお示ししてい○渡邊総合政策部長

るのはあくまでプールに特化した形でのＰＦＩ

の検討をしていただいたということで、お示し

したところでございます。

とはいえ、坂口委員がおっしゃいましたとお

り、基本的な当初の考え方は、余剰地を含めた

全体でもって、ある程度の収益を上げて、そし

てその収益でもって県のプールの運営費、維持

管理費、それを可能な限り減らしていこうと。

そういうことでやろうということでございます

ので、そういう基本的な考え方は変わっており

ません。そういう全体的なものの中でＰＦＩと

いうものを考えていこうと、そういう検討をこ

れから始めさせていただきたいと、そういう内

容で今回御説明をさせていただいたところでご

ざいます。

そういう考えでやっておられるな○坂口委員

らいいけれど、これでプールだけ先行したら、

そのグループからチャンピオンを決めなきゃい

。 。けなくなっていきます 求められなくなります

それじゃこっちと言ったら、こっちは競争があ

る。それであなた利益を出して、こっちもやっ

てくれないかと言ったって、それは法律上、限

界がありますと。うちは株式会社で株主さんの

同意が必要ですと逃げられてしまいます。それ

なら、最初から50メータープールだけをつくっ

て、後は余剰地は余剰地でそのままがいいと思

うんです。

だからこれはもう一回、これはこれで参考と

して。これたった７社とか。建設会社が７社、

その他金融機関が１社、金融機関はうちが出資

できるかどうかの、俺もそこに入ってもうけて

やろうじゃないと思うんです。どういったこと

で、これ採算が成り立つのかなと。場合によっ

ては協力依頼があれば、私のところも融資して

いいなと。場合によっては我々も本社拠点をそ

こに移そうかとか。でも移すにしてもプールサ

イドには移さないですよ。やっぱりこっちの余

剰地です。これはプラスとマイナスを一緒にし

ていかがですかと、どこが一番いいアイデアを

持っておりますかということで、一体でしない

。 。と失敗しますよ これはもう常識だと思います

考え○松浦総合政策部次長（政策推進担当）

方は、坂口委員のおっしゃるとおりだと思って

おります。

今回の整理は、まずプールそのものをＰＦＩ

でやったときに、その効果がなければいけない
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というのがあるものですから、それがあるかど

うか。それから、余剰地がかなり出ますので、

その活用について、どれだけ関心が高いだろう

かというところの民間ニーズといいますか、そ

ういったものを聞いていったということでござ

います。

トータルとして、全体的な維持・運営等のコ

ストをできる限りゼロに近いものに持っていく

という基本的な考え方のもとに、あとは全体を

どういうふうにやってもらえるところを探して

いくのかというところが、進もうとすれば、今

後の民間対話のテーマということになってまい

りますので、そういう考え方を基本において作

業を進めていく考え方でおります。

何か、最終的に行き詰まる可能性○坂口委員

がある気がしてしようがないんですよね。やっ

、ぱり最終的には一体で一つの運営主体を選んで

一番いいところに任せていこうということじゃ

ないと、別々だったら合意をしていても、こち

らがもうやめたとなったり、これは一体にすべ

きと思うんですよね。じゃないと将来見通しが

ちょっと不安定になるということと、プールに

ついて詰めようしたら、まずは県が概略設計ま

で行っていいじゃないですか。これをもとに、

この施設は義務づけだよと、その上で、これだ

けの面積であなた方は一番いい、それはあくま

でも宮崎県がちゃんと後ろに控えていて、最終

的な所有者としては県がいる施設として、こん

な条件を満たす絵を描いてくれというの。それ

がごく当たり前だと思うんですね。

それで、その中で最終的に決めるときに、こ

れはいいことだなと思ったし、これは当たり前

のことだとも思うけれど、ＶＦＭの考え方で３

％とか５％とか出された。そこで金額比較だけ

じゃなくて、質比較ですね。バリューエンジニ

アリングも含めて。トータル的に判断して、公

共が持ち主だということを考えると、あなたの

ところのアイデアは、公の役割をかなり含んで

くれている。だから高いけれどもというか、そ

の場合は安いけれども、あなたにしましたとい

う選び方、それがＰＦＩだと思うんですね。

そこはやっぱり一体でやっていかないと、も

しや、そういうお荷物をまたそんなことになる

んだったらということで、うちはこっちは希望

するけれど、こっちは希望しないなんてなった

ら 本当にもう本末転倒ですよ 副産物だけ残っ、 。

て、主産物がなくなっちゃったというふうなこ

とにですね。そのリスクは負うし、そこだけ区

切るとなったら、恐らく、もう単純に指定管理

者のほうが僕はいいと思うんですね。

我々○松浦総合政策部次長（政策推進担当）

もそういうことで進めたいと思っておりますの

で、今年度末から来年度の頭にかけて、その実

施方針といいますか、民間が対応していく基本

的な方針を定めまして、その後に具体の提案を

受けていく作業になりますので、その前段とし

て、そういった手続をしたいというきょうの御

報告であります。それに当たっては、やはり一

体として考えていくことを前提にしたいと思っ

ておりますので、御理解をいただければと思っ

ております。

全部セットにされるということで○坂口委員

すね。はい。

その他で何かありませんか。○日髙委員長

午前中の委員会で資料要○鎌田情報政策課長

求がございましたが、マイナンバーカードの市

町村ごとの交付状況につきましては、お手元に

１枚紙で、宮崎県内のマイナンバーカード交付

状況ということでお配りしております。

市町村ごとの数値につきましては、総務省の
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ほうで確定値を公表しております。これは７月

１日現在となっておりますが、これが最新の数

値となっております。

ただ、私が午前中の委員会で来住委員からの

御質問に対して、県全体の交付率等を申し上げ

ましたが、これは本年８月末現在のいわゆる見

込み値を私どものほうで算出したものでござい

まして、一応概数ということで御理解いただき

たいと思います。確報値につきましては、この

、お配りしました資料の一番下にありますように

７月１日現在で18.3％となっております。

午前中に髙橋委○日髙中山間・地域政策課長

員から質疑がありました委員会資料の５ページ

をお願いしたいと思います。

中山間地域振興計画に基づいて行った施策の

再造林面積のところ、５ページの目標指標の達

成状況の上から３つのところの数字等がござい

ますが、この数字と先日新聞報道でございまし

た再造林が進んでいないというものの中の本県

の数字等がそこに上がっております。

その関係をということでしたので確認しまし

たところ、まず５ページの再造林面積の一番右

のところに、目標値ということで、平成30年度

は1,860ヘクタール再造林をするという目標を掲

げたのが、左のほうに策定時現況値というとこ

ろにある平成25年度と括弧書きでありますけれ

ども、平成25年度にそういう目標を立てて進め

てきたと。毎年そこに上がっている数字の再造

林を行ってきましたということで、その結果、

再造林がされていないところが全部埋まったか

というと、そういうわけではなくて、そこが新

聞の数字であります。

これは、国の調査でありますけれども、2017

年度末で、本県で896ヘクタール、まだ再造林が

されていないところがあるという数字が報道さ

れております。

ですから この表の数字でいきますと 平成29、 、

年度（2017年度 、2,124ヘクタールの再造林を）

行ったんだけれども、その結果として、896ヘク

タールはまだ再造林が行われていないというこ

とでございます。

環境森林部のほうで、25年度に目標値を1,860

ヘクタールと定めておりまして、それは達成は

しているんだけれども、結果としてそういう伐

採 推計面積の８割程度を目標として掲げてやっ、

てきているのが、要するに再造林面積がふえて

いたりとかいった状況で再造林ができていない

分ができているということで、今後その目標値

を高くしていかないといけないと。完全にゼロ

にすぐできるというわけではないんですけれど

も、毎年ふえ続けていく伐採についても、でき

るだけそれを埋めて、高い目標値を掲げて今後

。再造林に努めていくということでございました

以上でございます。

余りのみ込めなかったんですけれ○髙橋委員

ど、私が記憶する限り未済地は、2,200ヘクター

ルぐらいあったんです。東国原知事時代に話題

になって、これは一旦ゼロにしたんですよ。環

境森林部が頑張ってゼロにして、当然造林をし

ないといけない山というのは毎年生まれてくる

わけだから、必ず造林をしていない面積は常に

存在するはずなんですよ。

だから、この目標値の取り方が、さっき冒頭

おっしゃった平成25年度が基本になっていると

いうことでの説明ですよね。

平成25年度時点○日髙中山間・地域政策課長

で、８割程度とすると、この数字だったという

ことで、これを目標にしたと。ただ実際には、

それ以上に伐採等が進んだ関係もあって、再造

林ができない部分が積み重なっていったという
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ことでございます。

さっきから目標値の立て方がいろ○髙橋委員

いろあるけれど、目標値によって、達成しない

とかいうふうに変わったりするわけで、何かそ

の辺がうまく私たちに伝わらないところがある

ので、何か工夫してほしいなと思います。

本来であれば、○日髙中山間・地域政策課長

毎年毎年の状況を踏まえて、目標値を上げてい

くなりのことをしなければいけないのかなと思

いますけれど、この計画自体が４年間の計画期

間で、途中で計画の数字を変えておりませんの

で、こういう結果になっているのではないかな

と思います。

わかりました。○髙橋委員

。○日髙委員長 ほかにございませんでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総合政○日髙委員長

策部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時51分休憩

午後２時54分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について部長の概要説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

総務部でございます。○武田総務部長

それでは、本日御審議いただきます議案につ

きまして、お手元に配付の総務政策常任委員会

資料により御説明をいたします。

１枚めくっていただきまして、目次をごらん

ください。

まず、１の予算議案についてでありますが、

令和元年度９月補正予算案の概要につきまして

は、後ほど御説明をいたします。

次に、２の特別議案につきましては、会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例な

ど、３件を提出しております。

それでは令和元年度９月補正予算案の概要に

つきまして御説明をいたします。

右側の資料１ページをごらんください。

今議会に提出しております一般会計の補正予

算案は国庫補助決定に伴うもの、及びその他必

要とする経費について措置するものであり、補

正額は63億9,891万3,000円の増額であります。

また、今回の補正予算の歳入財源といたしま

しては、国庫支出金１億7,226万7,000円、繰入

金1,150万円、繰越金61億7,049万3,000円、諸収

入375万3,000円、県債4,090万円であります。こ

の結果、９月補正後の一般会計の予算規模

は6,115億8,685万円となります。

２ページをお開きください。

一般会計歳出の款別一覧でありますが、主な

ものを申し上げますと 一番上の総務費は平成30、

年度一般会計決算に伴います繰越金の一部につ

いて、地方財政法の規定により県債管理基金へ

積み立てるもののほか、佐土原駅のバリアフリ

ー化整備を支援するための経費等を計上してお

ります。

次に、民生費は認定こども園等の施設整備を

支援するための経費等を計上しております。

１つ飛びまして、農林水産業費は鳥獣侵入防

止柵等の整備を支援するための経費等を計上し

ております。

また１つ飛びまして、土木費はことし５月の

豪雨により、宮崎市等の海岸に漂着堆積した流

木の処理について、国庫補助事業の対象となっ

たことから、当該費用を計上しております。
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その下の教育費は、五ケ瀬中等教育学校の募

、集定員を男女同数に見直したことに伴いまして

寮の改修を行うための設計経費を計上しており

ます。予算案の概要につきましては、以上であ

ります。

なお、議案の詳細につきましては、担当課室

長が説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

最後になりますが、ことし７月22日に覚せい

剤取締法違反容疑で逮捕されました環境森林部

職員につきまして 先月23日に不起訴処分となっ、

たことを御報告いたします。当該職員は既に職

場に復帰し、通常どおり勤務しておりますが、

県といたしましても、今後とも業務に専念でき

る環境の確保に努めますとともに、引き続き、

各職員に対し服務の規律保持と注意喚起を徹底

してまいります。

私からは以上でございます。

引き続きまして、常任委員会○吉村財政課長

資料の３ページをお願いいたします。

議案第１号、一般会計補正予算の歳入予算を

御説明いたします。太枠内の今回補正額欄をご

らんください。

まず、自主財源、61億8,574万6,000円の内訳

は繰入金が1,150万円、繰越金が61億7,049

万3,000円、諸収入が375万3,000円であり、依存

財源、２億1,316万7,000円の内訳は国庫支出金

が１億7,226万7,000円、県債が4,090万円となっ

ております。この結果、歳入合計は一番下にな

りますが、63億9,891万3,000円となり、今回補

正後の歳入合計は、その右隣りに掲載しており

ます6,115億8,685万円となります。

４ページをお願いいたします。歳入の科目別

内訳になります。

まず、繰入金につきましては、今回の補正予

算に計上しております事業の財源といたしまし

て、説明欄に記載しております２つの基金から

繰り入れを行うものであり、1,150万円の増額と

なっております。

繰越金につきましては、平成30年度一般会計

決算の実質収支額、いわゆる決算剰余金を繰越

金として計上をしております。

諸収入につきましては、来年２月、大阪にあ

ります国立文楽劇場で講演いたします神楽講演

の財源といたしまして、日本芸術文化振興会か

ら受託料を受け入れるもので、375万3,000円の

増額となっております。

国庫支出金につきましては、主なものを御説

明いたします。まず、国庫負担金のうち土木費

国庫負担金につきましては、５月の豪雨で宮崎

市及び日南市の海岸に漂着し、堆積しておりま

す流木の処理につきまして、国庫補助の採択を

受けましたことから、4,550万円を計上しており

ます。

国庫補助金のうち、民生費国庫補助金につき

ましては、認定こども園の施設整備等に要する

経費等につきまして、1,831万2,000円を計上し

ております。

農林水産業費国庫補助金につきましては、鳥

獣侵入防止柵の整備等に係る補助といたしまし

て、9,809万円を計上しております。

最後に県債につきましては、国庫負担金で御

説明いたしました流木処理に係る補助公共事業

の地方負担分といたしまして、県債の発行を行

うものであり、4,090万円の増額となっておりま

す。

以上が歳入予算の説明になります。

引き続きまして、財政課の補正予算を説明い

たします。別途お配りしております歳出予算説

明資料の17ページをお願いいたします。
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財政課の９月補正予算は、補正額欄の２段目

に記載しておりますが、一般会計で61億5,151

万8,000円の増額をお願いしております。この結

果、同じ段の右から３列目、補正後の額の欄に

記載しておりますが、補正後の予算額は900

億9,679万円になります。

19ページをお願いいたします。

補正予算の内容となります。事項県債管理基

金積立金になります。これは、歳入予算の説明

の中で申し上げました平成30年度一般会計決算

、 。の実質収支額 いわゆる決算剰余金であります

繰越金のうち、一部を今回補正予算に計上して

おります。事業の財源として充当したその残

り、61億5,151万8,000円を地方財政法第７条の

規定に基づき積み立てを行うものであります。

財政課は以上であります。

人事課からは条例２議案につ○田村人事課長

きまして、委員会資料で御説明いたします。

委員会資料の６ページをお願いいたします。

議案第６号「会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例 、及び議案第９号「地方公」

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例」であ

ります。

まず、１の条例整備の理由でありますが、参

考にございますように、地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律により、①の特別

職非常勤職員や②の臨時的任用職員については

任用要件が厳格化され、③、④の会計年度任用

職員については新たに一般職の非常勤職員の職

として創設され、令和２年４月１日から施行さ

れます。

これに伴いまして、本県におきましても会計

年度任用職員制度を新たに導入するため関係条

例を整備するものですが、会計年度任用職員の

給与や費用弁償のように新たに定める必要があ

る事項については、議案第６号のとおり新たな

条例として制定することとし、それ以外の勤務

条件や文言、懲戒などのように既存の関係条例

の改正で対応すべきものについては、特別職非

、常勤及び臨時的任用職員の改正とあわせまして

議案第９号のとおり関係する条例をまとめて改

正する形にしております。

次に、２の会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の内容についてであります。

（１）のフルタイム会計年度任用職員への給

付内容についてですが、まずこのフルタイム会

計年度任用職員とは、勤務時間が一般の職員と

同じ週当たり38時間45分であり、給料は月額で

、 、一般の職員との均衡を考慮し 職務内容や職責

任用されるものの職務経験等を踏まえ、任命権

者が決定することとしております。また、初任

給調整手当、地域手当、通勤手当といった諸手

当につきましては、その手当の趣旨に鑑み、一

般の職員に準じて支給することとしており、期

末手当につきましても、任期が６月以上の職員

に対して支給することとしております。

次に （２）のパートタイム会計年度任用職員、

への給付内容についてですが、こちらは一週間

当たりの勤務時間が38時間45分に満たない職員

であり、報酬は原則日額とし、一般の職員に適

用される給料表をもとに、職務内容を踏まえ、

。 、任命権者が決定することとしております なお

一般の職員であれば初任給調整手当や地域手当

が支給される職や、時間外や休日等における勤

、 、務 または特殊な勤務を命じた場合については

関係する手当等に相当する額を報酬に加算して

支給することとしております。期末手当につき

ましては、任期が６月以上、かつ週当たりの勤

務時間が15時間30分以上の職員に支給すること
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とし、通勤手当につきましては、現行の非常勤

職員と同様、費用弁償として支給することとし

ております。

７ページをごらんください。

３の地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例についてであります。改正を要する条例

は記載のとおりですが （１）の会計年度任用職、

員制度導入に伴う関係条例の改正については、

制度の導入に関するもののほか、特別職非常勤

職員や臨時的任用職員に関するものも含まれて

おります。

会計年度任用職員制度に関して、具体的には

③の勤務時間や休暇につきましては、その職務

の性質等を考慮して人事委員会規則で定める基

準に従い任命権者が別に定めることとする規定

を、４の退職手当につきましては、フルタイム

会計年度任用職員の勤務が18日以上ある月が、

引き続いて６月以上となるものについて退職手

当を支給することとする規定。⑤の会計年度任

用職員の給与等につきましては、給与条例とは

別の条例で定めること。⑦については、会計年

度任用職員を専門員等の報酬及び費用弁償に関

する条例の適用対象としないこと。⑫について

は、育児休業及び育児部分休業を取得できるこ

ととする規定。⑮は、人事行政の運営等の報告

対象にフルタイム会計年度任用職員を含めるこ

ととする規定などの改正であります。

また （２）の改元に伴う元号の修正等につい、

てですが、改元に伴う元号の修正のほか、地方

公務員法の一部改正に伴う引用条文の修正及び

文言等の修正を行うこととしております。

最後に、４の施行期日につきましては、令和

２年４月１日から施行することとしております

が、議案第９号の改元に伴う元号の修正等の一

部規定は公布日施行としております。

人事課からの説明は以上であります。

防災拠点庁舎整○楠田防災拠点庁舎整備室長

備室でございます。常任委員会資料９ページを

お開きください。

議案第16号「財産の取得について」でありま

す。これは、財産に関する条例第２条の規定に

より、予定価格が7,000万円以上の動産を買入す

るときは、議会の議決に付することになってお

、 。りますことから 今回提案するものであります

現在、整備を進めております防災拠点庁舎に

つきましては、所属間の間仕切り壁がないオー

プンオフィスを採用しており、壁面分だけで必

要な書類等の収納量を確保することが困難な状

況であります。

このため、１の目的にありますように、公文

書等の適正かつ効率的な管理保存を図るため、

２の取得する財産にありますように、移動書庫

を取得するものであります。設置個所数は、執

務室内が16カ所、各階の倉庫内13カ所の合計29

カ所となっております。３の取得価格でありま

すが、消費税10％を含み、１億6,084万900円で

あります。

今回の移動書庫につきましては、設置規模が

大きいことから、内訳に記載しておりますよう

に３件に分けて一般競争入札を行ったところで

あります。

、 。なお いずれも県内業者が落札しております

今議会で議決が得られましたら、内装工事にあ

わせてレールの設置工事を行い、庁舎完成後に

書棚を据えつける予定としております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。議案について質疑はありませんか。

会計年度任用職員、本会議の質問○髙橋委員
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でもあったと思いますけれど、もうちょっと整

理させてください。臨時的任用の職員、そして

一般職の非常勤職員 それぞれ今何人ずついらっ、

しゃいますか。

臨時的任用職員につきまして○田村人事課長

は、平成30年度の数字ですけれど、通常の任用

が518名で その他育休・代替等を含めますと545、

名となっております。

また、非常勤職員につきましては、現在一般

職の非常勤職員はおりませんで、特別職の非常

勤として雇用しておりますが、そちらが2,644人

となっております。

特別職の非常勤職員が2,644人、例○髙橋委員

えば消費生活相談員ですよね、あの方は後者の

ほうになるんですか。

消費生活相談員を含めて、非○田村人事課長

常勤職員といわれる方は、現在特別職で雇用し

ております。

確認できました。フルタイム会計○髙橋委員

年度任用職員になる人たちは、この特別職非常

勤職員の方々が対象になるわけですよね。フル

タイム会計年度任用職員。

現在、特別職の非常勤職員に○田村人事課長

、 、つきましては いずれもフルタイムではなくて

短時間勤務の職員でございます。したがいまし

て、現在の特別職非常勤職員が会計年度任用職

員に移行するとすれば、いずれもパートタイム

の会計年度任用職員という形になります。

逆に考えましたね、今、私。臨時○髙橋委員

的任用職員がフルタイムで働いているわけです

よね。その方々が、フルタイム会計年度任用職

員になるということで、全てがそうなるかどう

かは置いておいて、対象者であるということで

すよね。

現在の臨時的任用職員につい○田村人事課長

ては、制度が変わりまして、常勤職員に欠員が

生じた場合に、厳格化されることから、今のま

ま会計年度任用職員に移行するということでは

ございません ただ 現在 臨時的任用職員 22。 、 、 、

条職員、フルタイムの方々が担っている職は、

引き続き業務として整理するということであれ

ば、会計年度任用職員の職として設置するとい

う場合もあるかと思っています。

今の説明を聞く限りでは、フルタ○髙橋委員

イムの会計年度任用職員はそう生まれないとい

うふうに理解しました。

今現在の非常勤職員について○田村人事課長

は、全てパートタイムといいますか、短時間に

なりまして、臨時的任用職員についても今後ど

の職を 今現在、職の整理を行っているとこ―

、 、ろでございますので パートタイムになるのか

フルタイムになるのかは、今後精査をしてまい

りたいと考えています。

フルタイムで会計年度任用職員に○髙橋委員

、 、なる方は 生まれるだろうと思いますけれども

数が少ないと思いますが、その方々の健康保険

はどうなるんですか。

フルタイム職員○満行総務事務センター課長

として任用した場合は、１年間は全国健康保険

組合及び厚生年金の対象となります。２年目か

らは県の正職員と同様に地方公務員等共済組合

法の適用となります。

２年目から共済年金ということな○髙橋委員

んですね。そうなると、今度は年金とかも連動

してくるので、長期もそうなるわけですね。

全て我々正職員○満行総務事務センター課長

と同じ待遇になります。

ただ、契約が有期雇用、これは変○髙橋委員

わらないわけで、たしか１年間の雇用期間だと

理解しているんですけれど。その方々は１年間
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の期限つきだから、この前も議場でいろいろと

質問が出たんですけれど、その人たちが翌年働

けるかどうかという不安はつきまとってきます

よね。これは、しようがないんでしょうか。

会計年度任用職員につきまし○田村人事課長

ては、名前にもあるとおり、毎年度の会計年度

ごとの任用になっておりまして、採用募集につ

きましても毎年度適切な募集を行い、客観的な

能力の実証を行った上での任用になります。し

たがいまして、来年度以降、現在の非常勤職員

が自動的に継続して任用されるということでは

ないですが、今と同様の会計年度任用職に応募

していただいて、適切な選考を経て任用される

ことは考えられます。

当然退職金も計算されるんですよ○髙橋委員

ね。

退職手当につきましては、一○田村人事課長

応フルタイム会計年度任用職員が対象となって

おります。

同一労働同一賃金が土台にあるわ○髙橋委員

、けだからそういうふうになるんでしょうけれど

当然５年連続して勤務していけば、これ正規の

県庁職員として採用になるわけですよね。

民間の労働契約法で５年継続○田村人事課長

して雇用した場合、正規職員の道というのはご

ざいますけれど、地方公務員につきましては適

用対象外になっておりますので、今回はないで

す。

いろんな労働条件が向上したこと○髙橋委員

は、当然いいことだと私としては理解をしてい

ますけれど、先ほどから申し上げるように、１

年間勤めあげるたびの不安がどうなるかという

ことが一つ課題として残るということ。あと採

用方法で適切な選考とおっしゃいましたが、こ

れまでの臨時的任用職員も当然適切な採用をさ

れていたと思うんですけれど、いわゆる筆記試

験とか、正規職員を採用するときのように、い

ろいろ段階を踏んで試験をクリアするわけじゃ

ないから、ひょっとしたら私的なものが入るこ

。 、ともあるんじゃないかと心配をします だから

そういう選考基準を明らかにすべきだと思いま

すが、どうでしょうか。

会計年度任用職員の採用につ○田村人事課長

きましては、毎年度適切な選考を行うことが基

本でございます。その方法としては面接であっ

たり、書類選考であったり、いろんな方法がご

ざいますけれど、あくまでも適正な選考を基本

として考えておりますので御理解いただければ

と思います。

全然疑っていませんよ。今、聞い○髙橋委員

てわかったことは、これまでの臨時的任用の方

と特別職非常勤職員の数はある程度精査される

ということを事前説明で聞きました。だから、

ある程度働いてもらえる場所が狭まると理解し

。 、たほうがいいんでしょうかね 総体的に人数が

今まで臨時的に来てもらっていた職員の方々の

数が少なくなるのかなというイメージを持った

んですが、そういったところはどういうふうに

理解したほうがいいですか。

当然、現在任用されている職○田村人事課長

員の方もいらっしゃいますし、また今後新しく

事業に伴って任用される方もいらっしゃると思

います。そういう意味で、人数についてはなか

なかはっきりと申し上げることはできないんで

すけれど、ただ継続する業務であれば、現在と

同じような職員の数は必要になるのかなとは思

います。ただ、それは来年度の予算としてしっ

かりと事業として継続することが前提でござい

ます。

もう最後にしますけれど、特別職○髙橋委員
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の非常勤職員の勤務時間は、そもそもいろんな

手当とか、あるいはそういったところを勘案し

て、短時間労働にされているんじゃなかろうか

というのもあったりして、悩ましい部分がある

ような気がするんですよ。

例えば、先ほど冒頭で例を出しました消費生

活相談員ですよね。私、この前の調査でお会い

しましたけれど、非常に難関の国家試験をクリ

アして人助けをされている優秀な方です。こう

いった方々が、短時間労働で収入も少なくされ

ている。それは、やっぱりこの方からすると、

働きがい、モチベーションが下がると思うんで

すよ。何十万円という救済されていましたよ。

そういう方々はよくなるかどうかを聞いており

。 。ますけれど 例を出した消費生活相談員ですよ

例えば、そういう方々の働きぶりからして、当

然フルタイムの会計年度職員として採用すべき

だと、私は思います。

会計年度任用職員で今回、新○田村人事課長

たに導入された中で同一労働同一賃金という考

え方があって、やはり常勤職員の給与と比較均

、衡して同じような業務であれば同じような賃金

要は時間単価にすると同じぐらいのレベルとい

うことで、制度設計をされております。

その職それぞれについては、それぞれの業務

内容ですとか 職の性質であったり 職責であっ、 、

たり、いろんな条件がございますので、それぞ

、れの職ごとにどういう勤務時間で任用するのか

あるいは逆に短い時間でたくさんの人数を任用

するのか、いろんな考え方がそれぞれの業務に

応じてあるかと思いますので、具体的には個別

に検討していきたいと考えております。

わかりました。○髙橋委員

。○日髙委員長 関連してございますでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○日髙委員長 それでは ほかの議案に関して

61億円は財政積立金に戻すという○丸山委員

ことなんですけれど、今基金が227億円ぐらいあ

ると思うんですが、足して280億か90億円近くの

基金に戻るということで、よろしいですか。

今回61億5,000万円余積戻しを○吉村財政課長

いたしますので、今委員がおっしゃったとおり

財政関係２基金で年度末財高見込みといたしま

して280億円程度に戻ることになります。

毎年、大体400億円ぐらい、いつも○丸山委員

戻っているものですから、年度末にはまたいろ

いろ執行残とか国庫補助金の決定がこうなった

からで残ります。２月議会でいつも戻すもので

すから、大体今年度は幾らぐらいまで戻るんで

しょうか。

財政関係２基金につきまして○吉村財政課長

は、今後多額の財政負担が生じる事業が控えて

おりますので、現行450億円弱程度の基金残高を

ここ数年維持しております。今後、財政負担が

かさみますので、可能な限り450億円程度に戻る

ように運営はしていきたいと考えております。

ただ、今年度予算等におきまして国土強靱化対

策等で多額な予算を措置している関係で、450億

円まできっちり戻るかどうかは、２月末まで待

たないと、なかなかわからないところではござ

います。

議案第16号 横で高いなとおっしゃ○髙橋委員 、

、 、いましたけれど これはしようがないんですが

消費税が10％での計算じゃないですか。契約が

９月30日以前だったら８％適用だから、たまた

ま９月議会の補正だからしようがないんですけ

れど、契約日でいわゆる８％と10％で違ってき

ますよね、その確認だけ。

一応今回契約○楠田防災拠点庁舎整備室長

は10月以降に消費税10％になるんですが、実際
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のものが入るのが結局 これは債務負担で組―

んでいるものですから、来年の４月以降に実際

にものが入ってくることになりますので、10％

となっております。

契約日での額の決定とは違うんで○髙橋委員

すか。

実際の契約の後○楠田防災拠点庁舎整備室長

になります。

入荷はもちろん当然後なんだけれ○髙橋委員

ど、お金の支払い額ですよ。それは契約時点の

額面で払うべきじゃないですかということ。搬

。入はもちろん４月以降になるんでしょうけれど

契約は10月前に○楠田防災拠点庁舎整備室長

なるんですけれども、実際にものの引き取りを

するのが来年の４月 今年の10月以降になり―

ますので、その時点での支払いになりますこと

から、10％ということになっております。

私は仮の話をしているつもり だっ○髙橋委員 。

て採決が10月以降だから、それは契約はできな

い。だから、それは10％で払うことは仕方ない

けれど、一応契約の日で消費税は払いますよね

というお尋ねです。

基本的に消費税○楠田防災拠点庁舎整備室長

は、納品があった時点での税率になるというこ

とです。

その他のその他ぐらいで、これ財○坂口委員

政課長かな。財政というか、予算編成の査定か

ら予算の決定までの作業で、これは総務サイド

というか、財政サイドからなんですけれど、具

体的には総合運動公園の盛り土高台ですよね、

あそこの予算をずっと査定されてきたと思うん

ですね。

それで、18億円だったかな、それを計上され

て、査定が通ったんでしょうけれど、あのとき

に当然成しとかんといかんのは、用地買収が伴

う事業ですから、用地取得の見込みというのは

財政方からも大丈夫なんだなと、執行できるん

。だなというのは常識的にはあると思うんですね

公共事業の。ここら辺は、その時点ではどんな

だったんですか。

まず冒頭おわびを申し上げま○吉村財政課長

す。総合運動公園におきます盛り土高台の建設

事業につきまして、今年度当初予算に計上し、

議会に御説明してきた整備計画を変更する必要

が生じましたことに関しましては、財政課長と

してその責任を強く感じているところでござい

ます。

盛り土高台を設置する場所につきましては、

、今委員御指摘のとおり民有保安林でありまして

事業の実施にあたりまして交渉による用地取得

の前提がございます。財政当局といたしまして

は、予算計上にあたりまして、その時点で用地

取得は大丈夫なのかと一応確認をしていたとこ

ろではありますが、その後重ね重ね確実である

ことを改めて確認した上で、予算を計上すべき

であったと現在反省をしているところでありま

す。おわび申し上げます。

ですね。特に今回の場合は土地収○坂口委員

用法の対象にならないですよね。道路工事だと

時間をかければ最終的には公の利益のためとい

うことでだけど、今回は全くその対象にならな

い、しかも巨額の投資ですよね。そうなると、

僕は契約書を見て初めて予算をつけるべきだと

思うんですね。

だから、そこが一つというのがやっぱり、今

後の参考 これ批判とかそんなんじゃないん―

ですよ。やっぱり今後のこととして、多分、僕

、 、らが財政方でも そこら辺まで気づかなかった

買えるのと聞いて大丈夫と言われれば、じゃあ

ということだと思っている。
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それから、もう一つなんですけれど、保安林

だったですよね。全く法律はわからないんです

けれど、僕らがあそこに何かをつくろうとした

ら、公益性があるものをつくるにしたって保安

林の解除という手続が、法律上の手続がある。

環境森林サイドですよね これが解除できるのっ、

ていう確認 解除が必要であれば、これは人―

の命を守る施設だから、木は切ったくってもい

。 、いよってなっていれば別ですよ しかしながら

あそこの伐採となると、まず伐採作業に入る前

の認可なり、許可なり、それにある程度の時間

がかかると思うんですね やっぱり保安林といっ。

たら、それをやってもだめですってなるぐらい

の、一番そういった位置づけの高い土地だと思

うんですね、性格上。

だから、そのときにやっと買収して、予算を

つけて、今年度にはそこに仕事に入るんだけれ

ど、林務方は、こういう許可を出しますという

のとかも。多分こんなのって何十年に一遍ぐら

いしかないのかもしれないから、ここらは実際

の作業ではどうだったんですか。

保安林であることは、財政課○吉村財政課長

としても認識しておりましたので、県土整備部

に環境森林部と保安林解除も含めてきちんと整

理するようにという話はしていたところです。

今となっては、もう言いわけになってしまうん

ですけれど、その際に民有の保安林であるとい

う二重のハードルがかかっている場所だという

ことを認識した上で、予算措置をすべきだった

と考えております。

あわせまして、委員から収用がきかない土地

であるということです。土地収用法で収用がで

、きる事業はきちんと規定がされておりますので

改めてその土地収用法の規定にない事業をする

にあたって用地取得する場合には、その確認を

した上で今後予算措置について十分検討してま

いりたいと考えております。

ちょっとくど過ぎると思わんでく○坂口委員

ださいね。いわれたように保安林ですよね、だ

から逆算していけば、もうこの場所しかないん

だというものがないと、林務方もオーケーは出

さないと思うんですね。ここがあるじゃないと

いうことで。あったですよね。しかも自分の土

地だったですよね。あすからでもスコップが入

れられる場所。だから、ここを持ちながら、ま

ず保安林に目をつけたということですよね。こ

。こもやっぱり十分僕は反省がいると思いますね

それと、やっぱり保安林は生かすべきというこ

とも含めて尊重すべきだと思うんですね。

そして強制力もないということで、断念だと

思うんですね。変更じゃなくて、これはもう断

念しましたという。だから一旦ここで断念した

ことに対しての県民への説明とそれなりのけじ

めがいると思うんですね。僕は、ここは謝罪だ

と思うんです。判断を間違えたという。

加えて、その謝罪を後押しするのは、おかげ

で10億円の県費の支出増です。これは物すごく

大きいですよ。10億円の増。議会としても、こ

れが最初から62億が72億であっても、命を守る

ということでノーとは言えなかったでしょうけ

れど、でもやっぱり審査過程の中で10億の差と

いうのは物すごく大きいです。だから、議会に

対してもそれなりの謝罪というものはいると思

うんです 逆だったらいいんですよ 節約するっ。 。

、 、 。て よかったなって 10億県民負担が減ったな

よく知事あんた頑張ったよと。一ツ葉有料道路

を50円下げる以上の価値がこれはあるよって 10、

億はですね。

だけれども、一方じゃその一ツ葉では県民負

担を軽くするために50円下げますと言っている
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んですよ。ところが下げたって、40億と10年間

でかかる57億という金を集めないと同じなんで

。 。 、すね 集めなきゃなんないのは ということは

負担は１円も下がっていないんですよ。あそこ

はですね。こんなのが、曖昧に表現されている

ということですね。

さっきも総合政策部に言ったんですけれど、

もう２度目なんですよ、ただにしてあげる、た

。 、だにしてあげるってあの道路は 有料延長って

僕らは使って 金払ってきて もう建設費は払っ、 、

ているんですね。だから、国土交通省からも何

。 、ら言われる筋合いはない 無料にしてくれれば

僕らもやっと自分らが今まで投資してきたもの

がただで使えるようになった 自分のものになっ。

たなんですけれど、また延長というでしょう。

ところが、これ延長すれば住吉バイパスの工

事が始まるんだって、僕は聞いているんですけ

れど、そことセットだったらこれもおかしな話

ですよ。県の判断は。住吉バイパスって僕は余

りメリットない。それよりかは、うちらで本当

に不便な10号の歩道もないところ、いつも高校

生らが通るのをはらはらしながら車でいくとこ

ろ。そこを優先してほしいというのが僕らはあ

るんですよ。僕らにまだ利用者として、今後と

も負担させるんなら。

そこら辺は、やっぱり、しっかり県で一つの

、 、方針 あくまでもどこを優先してあげるべきか

誰を対象とすべきかは間違わないようにしない

といけないというのと、やっぱり言いますけれ

ど、知事は50円下げたのがある意味自分の誠意

だと、精いっぱい悩んで50円下げるんだと。こ

の10億円の歳出増を至らしてしまったのは、私

は本当にじくじたるものがあるというのを、僕

はやっぱりこの議会中に示してほしいですね。

それなりの場で。これはもう強制できないけれ

ど、それが僕はやっぱり県民に対してのけじめ

と誠意だと思うんですよね。

そういう意味で、より真剣に財政方が。最終

的には知事査定があるから、おのずと自分の責

任でもあるんだけれど、こんなことで宮崎の代

表者に頭下げさせちゃなんないぞというような

ものをしっかり共有してやっていかないとだめ

だなと思う。10億円高くつきますと、いとも簡

単にいうけれど、これは物すごく大きな問題で

すよ。だから、そこのところはぜひ生かしてほ

しいと。これは何も小言を言っているんじゃな

いけれど、やっぱりしっかり学習してほしいな

と思うんですね。これ、総務部長もしっかり受

けとめた見解を聞かせて欲しい。

今、坂口委員から御指摘ござ○武田総務部長

いましたけれど、総合運動公園の盛り土高台に

関して、そして一ツ葉有料道路についても同じ

でございますけれども、本当に当初計画してい

たり、もしくは予算をつけた部分について、今

回こういった形で見直しをせざるを得ない状況

になってしまったということについては、本当

に深く反省をしておりますし、またそういう意

味では議会に対して、また県民の皆さんに対し

てこういうことを行ってしまったということに

ついては重く受けとめたいと思っております。

委員御指摘のとおり、今後予算編成にあたり

ましては、しっかり各部局と情報、連携をとり

ながら、間違いのない方針を立てた上で進めて

いけるよう取り組んでいきたいと思っておりま

すので、今後とも御指導、そして御協力をお願

いしたいと思っております。

ぜひ今回、そこを真摯に受けとめ○坂口委員

て学んでほしいなというのと、そういうところ

にまず軸足を１回置いて、そこを原点にして、

これは、どれが正しいというのも難しいと思う
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んだけれども。また、さっき言った一ツ葉有料

道路の有料期間延長。それは何かというと、さ

まざまな事情があって、橋を強くするのに31億

円要りますよ。津波が来たときに、ぱっと迂回

できるように看板なり工事なりで９億円要りま

すよ。だから、40億円の投資って、これは県民

の財産ですよというのはわかるんですね。

ただ、有料道路としてその作業をやるために

は、やっぱり道路公社を含めたソフト部分でも

延長していくことになる。それが、今後10年間

で57億円要りますって。でも、これは時間とと

もに消えていく金ですよね。無料にすればどう

なるかといったら、あそこの料金所を撤去した

り、毎年要る２億1,000万ぐらいですか、維持管

理費の平均。これで済んでいくわけ。しかもこ

れを一般財源から出していけば、僕らには延長

するメリットがなくて ほかの人に大きなメリッ、

トがあるのに、僕らがその対価を払うという理

不尽なこともしなくて済む。

それをあえて飲んだにせよ、さっき言いまし

たように津波を想定しないとだめなわけでしょ

う。だからやるわけでしょう。南海トラフ地震

は津波は発生しませんってなっていれば、耐震

補強だけでいいです。ある程度の台風が来たら

あそこは３日、一週間通行どめです。原因は何

ですか。波が運んでくる砂です。あれを撤収す

るのにそれだけかかるんですよ。ただ、あの道

路の底がやられただけで、３日も一週間も重機

持ってきて片づける。津波が来たらどんなにな

りますか。あそこ一面砂ですよ。あれを支援道

路として今後とも位置づけていくんなら、万が

一のときは砂が防止できるように、洗堀して道

路が陥没することも防止できるように、何百億

の金が要りますよ。ひょっとすればもう一桁ふ

えるかもわからない。それをやって、初めて災

害時の緊急支援道路ですよ。

もしこれがやられたら、道路修理どころじゃ

ないですよ。ほかのところにいって、これが通

、 。行できるようになるまで 何年かかかりますよ

だから、今後もあえて支援道路として位置づけ

て、本当に大事な道路として投資をしていくの

かということです。今度10年間過ぎたら、お金

はもう絶対取れないですよ。一般財源では。そ

れよりか、どこの省庁が何といおうと住吉バイ

パス、10号線バイパスを徹底してやっていくん

だと、そんだけの投資を。津波でもやられない

んだと。緊急支援道路で機能するんだと。西バ

イパスもそのために環状もやっているんだと。

一遍財政方は、将来にわたって、避難経路をつ

くって、これを支援道路として投資していくな

ら、何年間でどれだけの金を投資しないと機能

は維持できないよということにも目をつけて、

そこら辺も予算の査定のあり方のとき。もし津

波が来て、台風ぐらいの高波でいいですよ。高

潮のときは６メーター、それに１メーターも波

が上がれば越しちゃうんです。砂を運んできた

とき、一体どれだけの重機とどれだけの作業し

て、何時間で片づけるのってなったら、それは

助けてもらうほうの道路で、助ける道路じゃな

いよねということに気づかれると思うんです。

無駄な投資とは言わないけれども、優先すべ

き投資じゃなくなると思うんです、あそこは。

、 。だから そこら辺も考えてほしいなと思います

これはもういいです。県土整備部で委員会が違

うから、査定のときにということで言っている

だけで、もうちょっとやっぱり大所高所から見

てほしいなと。

。○日髙委員長 ほかにございませんでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして総○日髙委員長
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務部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時45分休憩

午後３時49分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっておりますので、25日水曜日に

行いたいと思います。開会時間は午後１時とし

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。変更があった場合には、再度御連絡をいた

します。

それでは そのように決定してよろしいでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

その他何かありませんでしょう○日髙委員長

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら本日の委○日髙委員長

員会を終了したいと思います。よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもちまして、本日の委員○日髙委員長

会を終了いたします。

午後３時49分散会
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午後０時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

委員会を再開いたします。○日髙委員長

まず、議案の採決を行います。採決の前に各

議案につきまして、賛否を含めて御意見をお願

いしたいと思います。

４つの議案が今から採択にかけら○来住委員

れるんですけれど、第１号、第６号、第９号の

３件については、賛成できませんので、よろし

くお願いしたいと思います。

承知いたしました。○日髙委員長

それでは、採決行います。採決につきまして

、 。は 個別採決で行うことでよろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは 採決は個別採決によっ○日髙委員長 、

て行います。まず、議案第１号について原案の

とおり可決することに賛成の方は挙手をお願い

いたします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第１号○日髙委員長

については原案とおり可決すべきものと決定い

たします。

次に、議案第６号について原案のとおり可決

。することに賛成の方は挙手をお願いいたします

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第６号○日髙委員長

については原案とおり可決すべきものと決定を

いたしました。

続きまして、議案第９号について原案のとお

り可決することに賛成の方は挙手をお願いいた

します。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第９号○日髙委員長

については原案とおり可決すべきものと決定い

たしました。

次に、議案第16号です。第16号について原案

のとおり可決することについて賛成の方は挙手

をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。全会一致で、第16号○日髙委員長

につきましては原案とおり可決すべきものと決

定いたしました。

続きまして、委員長報告骨子（案）について

でありますが、委員長報告の項目及び内容につ

いて、御意見はありませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時３分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんでしょう

令和元年９月25日(水)
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か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○日髙委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りをい

たします。総合政策及び行財政対策に関する調

査について、継続調査といたしたいと思います

が、御異議ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○日髙委員長 御異議ありませんので その旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩をいたします。

午後１時３分休憩

午後１時４分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

10月31日の閉会中の委員会につきましては、

執行部からの説明を受けることで御異議ござい

ませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○日髙委員長

す。

その他、何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を終了○日髙委員長

いたします。

午後１時４分閉会

令和元年９月25日(水)
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